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【
キ
ー
ワ
ー
ド
　
助
数
詞
　
類
別
詞
　
古
代
語
　
平
城
京
　
木
簡
】

第
一
節
　
総
　
説

古
代
に
お
け
る
木
簡
は
、
飛
鳥
京
跡
、
藤
原
宮
跡
、
山
田
寺
跡
、
伊
場
遺
跡
、
平
城

宮
跡
、
長
岡
京
跡
、
大
宰
府
遺
跡
、
そ
の
他
か
ら
出
土
し
、
そ
の
都
度
、
発
掘
調
査
報

告
書
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
に
お
い
て
、
質
量
共
に
他
に
抜
き
ん
で
て
い

る
の
は
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
平
城
宮
跡
出
土
木
簡

を
中
心
に
助
数
詞
の
集
大
成
を
試
み
、
そ
の
用
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
飛
鳥

京
跡
・
藤
原
宮
跡
、
そ
の
他
の
出
土
木
簡
も
、
助
数
詞
研
究
上
、
重
要
で
あ
る
こ
と
に

は
変
わ
り
が
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
を
﹇
参
考
﹈
欄
に
置
き
、
右
に
併
せ
見
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

一
九
六
一
年
（
昭
和
三
十
六
年
）
一
月
二
十
四
日
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
に
よ

る
そ
の
第
五
次
発
掘
調
査
で
、
平
城
宮
跡
中
央
北
部
の
土
壙
（
Ｓ
Ｋ
二
一
九
土
壙
）
か

ら
四
十
点
の
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
。
爾
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
四
十
年
間
に
出
土
し

た
各
種
の
木
簡
類
を
「
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
、
他
に
十
分
な
文

献
資
料
の
得
ら
れ
な
い
時
代
の
、
か
つ
、
後
の
転
写
を
経
な
い
、
当
時
の
生
の
資
料
で

あ
り
、
古
代
史
研
究
、
古
代
語
研
究
、
そ
の
他
、
各
分
野
に
お
い
て
は
、
こ
の
上
な
い
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簡
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料
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け
る
助
数
詞

第
一
等
資
料
と
さ
れ
て
い
る
。
発
掘
調
査
は
続
い
て
お
り
、
今
後
の
出
土
も
期
待
さ
れ

る
が
、
現
今
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一
九
八
八
年
に
相
次
い
で
発
見
さ
れ
た
「
長

屋
王
家
木
簡
」
と
「
二
条
大
路
木
簡
」
と
で
あ
る
。

「
長
屋
王
家
木
簡
」
は
、
奈
良
時
代
初
期
の
長
屋
王
（
天
武
十
三
年
〈
六
八
四
〉
〜

天
平
元
年
〈
七
二
九
〉）
の
邸
宅
跡
か
ら
出
土
し
た
木
簡
類
で
、
遺
跡
の
溝
（
Ｓ
Ｄ
四
七

五
〇
）
か
ら
は
約
三
五
、
〇
〇
〇
点
の
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
木
簡
の
年
紀
に
は
、

和
銅
三
年
（
七
一
〇
）
か
ら
霊
亀
三
年
（
七
一
七
）
ま
で
の
八
箇
年
が
見
え
る
。
こ
れ

は
、
大
宝
令
制
定
か
ら
二
十
年
も
経
た
な
い
時
期
で
あ
り
、『
古
事
記
』
撰
上
（
和
銅
五

年
〈
七
一
二
〉）
年
代
と
重
な
り
、「
正
倉
院
文
書
」
の
年
代
（
奈
良
時
代
後
半
）
を
大

き
く
遡
る
。

「
二
条
大
路
木
簡
」
は
、
長
屋
王
邸
の
北
を
東
西
に
走
る
二
条
大
路
の
南
北
両
端
の

溝
（
南
端
の
東
西
溝
は
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、
北
端
の
東
西
溝
は
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
・
Ｓ
Ｄ
五

三
一
〇
）
か
ら
出
土
し
た
約
七
四
、
〇
〇
〇
点
の
木
簡
を
い
う
。
紀
年
簡
は
、
天
平
七
、

八
年
（
七
三
五
、
六
）
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
は
天
平
九
年
初
頭

頃
に
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
は
同
十
二
年
三
月
以
後
、
ほ
ど
な
く
埋
め
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

「
長
屋
王
家
木
簡
」
と
「
二
条
大
路
木
簡
」
と
、
合
わ
せ
れ
ば
約
十
一
万
点
に
も
及

ぶ
。
こ
の
点
数
の
多
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
性
格
・
内
容
、
年
月
日
な
ど
の
判
明
す
る

も
の
も
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
資
料
的
価
値
は
極
め
て
高
い
と
い
っ
て
よ

い
。
但
し
、
同
じ
く
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
と
い
っ
て
も
、
両
者
は
、
多
少
、
趣
を
異
に

す
る
。
即
ち
、
近
時
の
木
簡
研
究
に
よ
れ
ば
、
前
者
を
含
む
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初

頭
ま
で
の
木
簡
と
八
世
紀
の
天
平
期
以
降
の
木
簡
と
で
は
様
相
が
異
な
り
、
木
簡
の
果

た
し
た
役
割
、
文
字
の
用
い
方
（
質
）、
表
記
方
法
・
文
体
な
ど
に
差
異
が
あ
る
と
さ
れ

る
（
平
川
南
著
『
墨
書
土
器
の
研
究
』、
四
四
九
頁
）。
国
語
史
研
究
上
、
こ
れ
は
ま
た

興
味
深
い
問
題
で
あ
り
、
増
え
つ
つ
あ
る
飛
鳥
京
跡
出
土
木
簡
、
藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
、

地
方
官
衙
等
跡
出
土
木
簡
な
ど
も
参
看
し
な
が
ら
本
格
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
木
簡
を
一
見
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
、
単
位
（
広
義
）
の
表
現
、

即
ち
、
度
量
衡
の
単
位
や
助
数
詞
の
表
現
が
頻
繁
に
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
時
に
、

こ
れ
を
欠
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
、
一
定
条
件
下
で
許
容
さ
れ
た
簡

略
表
現
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
正
式
に
は
、
単
位
表
現
は
、
文
書
作
成
上
、
不
可
欠
の
要

素
と
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
律
令
制
下
、
国
家
の
経
済
基
盤
は
租
・
庸
・
調
・
雑

徭
の
税
法
に
あ
り
、
そ
の
厳
格
な
施
行
・
運
用
の
た
め
に
は
、
当
然
、「
単
位
（
度
量

衡
・
助
数
詞
）」
を
整
備
し
、
こ
れ
を
正
し
く
励
行
せ
し
め
る
必
要
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

度
量
衡
の
単
位
と
助
数
詞
と
は
、
別
途
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
併

用
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
賦
役
令
」
で
は
、
貢
進
物
は
、
ほ
と
ん
ど

度
量
衡
で
納
め
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
貢
進
物
そ
れ
ぞ
れ
は
、
そ
の
製

造
・
処
理
の
過
程
に
伴
い
、
独
特
の
単
位
（
助
数
詞
）
表
現
を
有
す
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
た
、
貢
進
に
際
し
て
は
、
そ
れ
を
収
納
・
梱
包
す
る
容
器
（
荷
造
り
）
は
ど
う
し
て

も
必
要
で
あ
り
、
結
束
の
手
段
な
り
運
搬
方
法
な
り
も
、
度
量
衡
の
規
定
分
と
密
接
に

関
係
す
る
こ
と
が
あ
る
。
度
量
衡
の
研
究
と
助
数
詞
の
研
究
と
は
、
実
は
、
不
可
分
の

関
係
に
あ
る
と
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
、
主
と
し
て
依
拠
す
る
テ
キ
ス
ト
（
図
版
・
釈
文
）
は
左
記
で
あ
る
。

Ⅰ
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京
　
長
屋
王
邸
宅
と
木
簡
』、
一
九

九
一
年
（
平
成
三
年
）
一
月
、
吉
川
弘
文
館
刊
。

Ⅱ
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
・
三
条
二
坊
発
掘

調
査
報
告
―
長
屋
王
邸
・
藤
原
麻
呂
邸
の
調
査
―
』、
一
九
九
五
年
（
平
成

七
年
）
三
月
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
発
行
。

Ⅲ
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
京
木
簡
一
―
長
屋
王
家
木
簡
一
―
』、
一
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九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
六
月
、『
平
城
京
木
簡
二
―
長
屋
王
家
木
簡
二
―
』、

二
〇
〇
一
年
（
平
成
十
三
年
）
三
月
、
共
に
吉
川
弘
文
館
刊
。

Ⅳ
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
宮
木
簡
一
』、『（
同
）
二
』、『

（
同
）
三
』、『（
同
）
四
』、『（
同
）
五
』、
そ
れ
ぞ
れ
一
九
六
六
年
（
昭
和
四
十

一
年
）
十
一
月
、
一
九
七
四
年
（
昭
和
四
十
九
年
）
十
一
月
〈『
解
説
』
は
翌
年

一
月
〉、
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
十
六
年
）
三
月
、
一
九
八
六
年
（
昭
和
六
十
一

年
）
三
月
、
一
九
九
六
年
（
平
成
八
年
）
十
二
月
、
同
研
究
所
発
行
。

Ⅴ
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『
平
城
宮
第
13
次
発
掘
調
査
木
簡
概
報
』、
一
九
六
三
年
（
昭
和
三
十
八

年
）
十
月
　

『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
二
）』、
一
九
六
四
年
（
昭
和
三

十
九
年
）
十
月

＊
以
下
、『
概
報
（
三
十
五
）』、
二
〇
〇
〇
年
（
平
成
十
二
年
）
十
月

ま
で
（
詳
細
略
）

＊
な
お
、『
概
報
（
九
）』
の
副
題
は
、『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出

土
木
簡
概
報
（
一
）』

Ⅵ
　
奈
良
県
教
育
委
員
会
編
集
『
藤
原
宮
跡
出
土
木
簡
概
報
』、
一
九
六
八
年

三
月
、
大
和
歴
史
館
友
史
会
発
行
。
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
保

存
課
編
集
『
藤
原
宮
跡
―
木
簡
―
』〈
同
年
三
月
、
飛
鳥
平
城
京
保
存
会

発
行
〉
に
同
じ
も
の
。

Ⅶ
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
二
）

藤
原
宮
出
土
木
簡
』、
一

九
七
五
年
（
昭
和
五
十
年
）
十
二
月

＊
以
下
、『
概
報
（
三
）

藤
原
宮
出
土
木
簡
（
十
四
）』、
一
九
九
九
年
（
平
成

十
一
年
）
九
月
ま
で
（
詳
細
略
）

Ⅷ
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
藤
原
宮
木
簡
一
』、
一
九
七
八
年
（
昭
和

五
十
三
年
）
一
月
、『（
同
）
二
』、
一
九
八
一
年
（
同
五
十
六
年
）
三
月
。

Ⅸ
　
向
日
市
教
育
委
員
会
編
・
発
行
『
長
岡
京
木
簡
一
』（
向
日
市
埋
蔵
文
化

財
調
査
報
告
書
、
第
十
五
集
）、
一
九
八
四
年
十
月
。
財
団
法
人
向
日
市
埋

蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
集
・
向
日
市
教
育
委
員
会
発
行
『（
同
）
二
』（
同

右
、
第
三
十
五
集
）、
一
九
九
三
年
三
月
。

財
団
法
人
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
編
集
・
発
行
『
長
岡
京
左
京
出
土
木

簡
一
』、
一
九
九
七
年
十
一
月
。

Ⅹ
　
木
簡
学
会
編
集
『
木
簡
研
究
』（
年
刊
）、
創
刊
号
は
一
九
七
九
年
（
昭

和
五
十
四
年
）
十
一
月
、
以
後
、
第
二
十
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
〈
平
成
十
二

年
〉
十
一
月
）
ま
で
を
参
照
し
た
。

こ
れ
ら
の
内
、
Ⅲ
に
依
拠
す
る
場
合
、『
木
簡
一
（
〜
二
）』
と
略
称
し
、
Ⅳ
を
引
く

場
合
は
『
平
城
宮
木
簡
一
（
〜
五
）』
と
略
称
す
る
。
ま
た
、
Ⅴ
の
『
平
城
宮
発
掘
調
査

出
土
木
簡
概
報
』
を
引
く
場
合
は
『
城
』
と
略
称
す
る
。

遺
構
の
名
称
や
各
種
の
デ
ー
タ
の
示
し
方
は
、
文
献
に
よ
っ
て
一
定
し
な
い
こ
と
が

あ
る
。
例
え
ば
、
同
一
シ
リ
ー
ズ
の
『
出
土
木
簡
概
報
』（
略
称
『
城
』）
で
も
、
号
に

よ
っ
て
差
異
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
に
事
情
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
、
多
く
は
そ
の
ま
ま
に
従
っ
た
。
但
し
、
都
合
に
よ
り
、
部
分
的
に
修
正
し
た
り
統

一
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
二
節
　
助
数
詞
の
概
要

平
城
宮
跡
出
土
木
簡
を
中
心
と
し
て
収
集
で
き
る
助
数
詞
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
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る
。
用
例
は
、
漢
字
で
表
記
さ
れ
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
読
み
方
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

字
音
語
表
記
、
和
語
表
記
の
双
方
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
助
数
詞
は
、
そ
の
表
記

に
用
い
ら
れ
る
漢
字
の
部
首
順
に
配
列
し
た
。
但
し
、（
30
）「
尺
束
」
は
、（
51
）「
束
」

の
条
で
一
括
し
て
扱
う
こ
と
と
し
、
空
見
出
し
（
△
印
）
を
た
て
た
。
ま
た
、
省
文
・

異
体
と
見
ら
れ
る
文
字
「
条
」
・
「
果
」
・
「
櫛
」
・
「
烈
」
・
「
疋
」
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
「
條
」
・
「
顆
」
・
「
節
」
・
「
列
」
・
「
匹
」
の
条
で
扱
う
こ
と
と
し
、

各
々
に
は
空
見
出
し
を
置
い
た
。

（
１
）

串

（
２
）

丸

（
３
）

了

（
４
）

人
　
　
　

（
５
）
＋

代

（
６
）

俵

（
７
）
＋

像

（
８
）

兩
　
　
　

（
９
）

具

（
10
）

列
・
烈

（
11
）

前

（
12
）

副

（
13
）

勾

（
14
）

匙

（
15
）

匹

（
16
）

巻
　
　
　

（
17
）

口

（
18
）

古

（
19
）

合

（
20
）

品
　
　
　

（
21
）

圍

（
22
）
＋

團

（
23
）

坏

（
24
）

坐
　
　
　

（
25
）
＋

基

（
26
）

（
27
）
＋

孔

（
28
）

宇
　
　
　

（
29
）

尋

（
30
）
△

尺
束

（
31
）

尻

（
32
）

屯
　
　
　

（
33
）

嶋

（
34
）
＋

帖

（
35
）
＋

幅

（
36
）

床

（
37
）

度

（
38
）

廷

（
39
）

張

（
40
）
＋

役
　
　
　

（
41
）
＋

戸

（
42
）

把

（
43
）

（
44
）

方
　
　
　

（
45
）

日

（
46
）

本

（
47
）
＋

机

（
48
）
△

条
　
　
　

（
49
）

村

（
50
）

材

（
51
）

束
・
尺
束
（
52
）

杯
　
　
　

（
53
）

枚

（
54
）
△

果

（
55
）

枝

（
56
）

柄
　
　
　

（
57
）

柱

（
58
）

校

（
59
）

株

（
60
）

根
　
　
　

（
61
）

條

（
62
）

櫃

（
63
）
△

櫛

（
64
）
△

烈
　
　

（
65
）

片

（
66
）

牒

（
67
）

物

（
68
）

瓮
　
　
　

（
69
）
●

瓶

（
70
）

（
71
）

（
72
）
＋

（
73
）

甕

（
74
）

番

（
75
）
△

疋

（
76
）

碩
　
　
　

（
77
）

種

（
78
）

笥

（
79
）

筥

（
80
）

箇
　
　
　

（
81
）

箱

（
82
）

節

（
83
）

籠

（
84
）

紙
　
　
　

（
85
）

（
86
）

結

（
87
）

編

（
88
）

缶
　
　
　

（
89
）

羽

（
90
）

翼

（
91
）

腰

（
92
）

腹
　
　
　

（
93
）

舌

（
94
）
●

般

（
95
）

色

（
96
）

荷
　
　
　

（
97
）

蓋

（
98
）

蔭

（
99
）

處

（
100
）

行
　
　
　

（
101
）

袋

（
102
）

裹

（
103
）

貝

（
104
）

貫
　
　
　

（
105
）

足

（
106
）

輪

（
107
）

轉

（
108
）

連
　
　
　

（
109
）
＋

遍

（
110
）

部

（
111
）

鋒

（
112
）
＋

鋪
　
　
　

（
113
）

間

（
114
）
＋

院

（
115
）

階

（
116
）

隻
　
　
　

（
117
）
＋

雙

（
118
）
＋

面

（
119
）

領

（
120
）

頭
　
　
　

（
121
）

顆

（
122
）

食

（
123
）

駄

（
124
）

點

右
に
は
、
度
量
衡
の
単
位
や
官
位
に
関
す
る
も
の
な
ど
は
外
し
た
が
（「
反
」「
常
」

「
段
」「
端
」「
束
」「
把
」「
分
」、「
等
」
な
ど
）、
一
部
に
関
連
す
る
も
の
を
加
え
た
。

△
印
は
、
そ
れ
が
空
見
出
し
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
＋
印
は
、
そ
の
用
例
が
、

ま
だ
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
に
得
ら
れ
ず
、
そ
の
他
の
木
簡
に
見
え
る
こ
と
を
示
す
。
●

印

の
（
69
）「
瓶
」
と
（
94
）「
般
」
と
は
、
序
数
詞
と
し
て
の
用
例
で
あ
る
。
な
お
、
今

の
と
こ
ろ
保
留
と
し
、
右
に
入
れ
て
い
な
い
若
干
の
も
の
が
あ
る
。

さ
て
、
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
を
中
心
と
し
て
収
集
し
た
助
数
詞
に
つ
き
、「
正
倉
院
文

書
」
に
お
け
る
と
こ
ろ
と
比
べ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。（
＋
印
、
●

印
の
も
の



5

古
代
木
簡
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る
助
数
詞

を
含
め
、
△
印
の
も
の
一
部
を
省
い
た
。）

（
Ａ
）「
正
倉
院
文
書
」
に
も
見
え
る
も
の
（
番
号
は
木
簡
の
場
合
に
同
じ
）

1

串

2

丸

3

了

4

人

5
＋
代

6

俵

7
＋
像

8

兩

9

具

10

列
・
烈
11

前

12

副

13

勾

15

匹
　

16

巻

17

口

18

古

19

合

21

圍

23

坏

24

坐

25
＋
基

28

宇

31

尻

32

屯

33

嶋

34
＋
帖

35
＋
幅

36

床

37

度

38

廷

39

張

40
＋
役

41
＋
戸

42

把
　

43

45

日

46

本

49

村

51

束

52

枚

54
△
果

55

枝

56

柄

57

柱

58

校

59

株

60

根

61

條
　

62

櫃

63
△
櫛

65

片

66

牒

67

物

69
●

瓶

70

71

73

甕

74

番

75
△
疋

77

種

79

筥

80

箇

81

箱

82

節

83

籠

84

紙

85

86

結

87

編

88

缶

90

翼

91

腰

92

腹

93

舌

95

色

96

荷

97

蓋

99

處

100

行

101

袋

102

裹

104

貫

105

足

106

輪

108

連

109
＋
遍

110

部

112
＋
鋪

113

間

114
＋
院

115

階

116

隻

117
＋
雙

118
＋
面

119

領

120

頭

121

顆

123

駄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ｂ
）「
正
倉
院
文
書
」
に
見
え
な
い
も
の
（
番
号
は
木
簡
の
場
合
に
同
じ
）

14

匙

20

品

22
＋
團

26

27
＋
孔

29

尋

30
＋
尺
束

44

方

47
＋
机

50

材

52

杯

68

瓮

72

76

碩

78

笥

89

羽

94
●

般

98

蔭

103

貝

107

轉

111

鋒

122

食

124

點

（
Ｃ
）「
正
倉
院
文
書
」
に
見
え
て
木
簡
資
料
に
見
え
な
い
も
の
（
番
号
は
「
正
倉

院
文
書
」〈
別
掲
〉
の
場
合
に
同
じ
）

4

交

8

倍

12

刄

16

割

17

劑

18

區

24

句

25

叩
戸

27

呪

28

嚢

30

地

31

坊

34

基

35

36

塘

37

壺

40
△
寸

41

對

42

小
櫃

44

居

45
△

47
△
島

49
△
巴

50

巾

51

布

52

54

帙

55

帳
　

57

●

60

座

62

廻

64

懸

66

房

67

所

68

扇
　

69

手

71

折

72
△

73
△
挺

74

支

76

旒

92

棒

93

榑

94

樓

97

歳

98

流

99

渚

100

烟

102
△
爲

107
△

112

疊

114

皿

115

盤

116

辟

117

119

端

120

筆

121

等

122
△
筒

125

管

129

粒

131

紙

132

級

135
△
縣

136

総

138

縷

143

臺

145

船

149
△

150

藁
　

154
△
表

157
△
要

158

覆

159

負
瓶

162

跡

163

躯

164

車

165

軸

167

輿
籠

168

辛
櫃

169

通

172

道

173

175

重

183

頂

188

駄
荷

189

首

190
△
高

191
△
齊

192
△
久
礼

193
△
佐
良
氣
　

194
△
比
良
加
195
△
ゐ

右
は
、
双
方
に
お
け
る
助
数
詞
を
形
式
的
に
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に

お
け
る
助
数
詞
採
択
の
基
準
は
全
同
で
な
く
、
若
干
相
違
す
る
。
細
か
な
点
に
つ
い
て

は
各
個
に
見
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
Ａ
）
の
グ
ル
ー
プ
は
、
一
応
、
八
世
紀
に
お
い
て
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で

あ
ろ
う
。（
Ｂ
）
と
（
Ｃ
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
片
よ
っ
て
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
各
々
の

対
象
と
す
る
文
書
世
界
の
相
違
に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
で
あ
る
。
助
数
詞
の

異
な
り
語
数
か
ら
す
れ
ば
、（
Ｃ
）
の
方
が
多
く
て
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お

（
Ｂ
）
の
よ
う
な
助
数
詞
が
見
え
る
。
木
簡
と
い
う
資
料
の
性
格
、
そ
の
年
代
、
そ
の
地

域
性
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。（
Ｃ
）
に
は
、
特
定
の
文
書
（
帳
簿
）

に
見
え
る
助
数
詞
、
通
俗
的
用
法
に
あ
っ
た
か
と
見
ら
れ
る
助
数
詞
、
い
わ
ゆ
る
省
文
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古
代
木
簡
資
料
に
お
け
る
助
数
詞

に
よ
る
助
数
詞
な
ど
が
目
に
つ
く
。

第
三
節
　
助
数
詞
の
総
合
調
査

次
に
、
具
体
的
な
用
例
を
通
じ
て
そ
の
用
法
を
見
て
い
こ
う
。

凡
　
例

１
、
用
例
は
、
原
則
と
し
て
各
助
数
詞
の
見
出
し
語
（
漢
字
）
の
部
首
順
に
示
す
。

２
、
用
例
は
、
私
に
、
そ
の
冒
頭
部
に
〇
印
を
付
す
。

３
、
用
例
の
下
の
（

）
の
中
に
、
木
簡
の
出
土
し
た
遺
跡
名
・
地
区
、
あ
る
い
は
　
、

木
簡
の
名
称
、
ま
た
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
木
簡
の
長
さ
・
幅
・
厚
さ
（
単
位
は
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
）、
型
式
番
号
な
ど
を
記
す
。

木
簡
の
法
量
や
型
式
番
号
な
ど
は
、
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。
な
お
、
型
式

番
号
に
つ
き
、
四
桁
の
最
初
の
６
は
、
そ
れ
が
奈
良
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

す
が
、『
城
』
や
『
木
簡
研
究
』
な
ど
で
は
、
こ
の
表
示
を
省
い
て
い
る
。

な
お
、
型
式
番
号
に
よ
り
、
木
簡
の
お
よ
そ
の
内
容
・
性
格
が
知
ら
れ
る
（
傾

向
）。〇

一
一
型
式
（
短
冊
型
の
形
態
）
＝
文
書
木
簡
（
文
書
、
帳
簿
・
伝
票
）

〇
三
二
・
〇
三
一
型
式
（
長
方
形
の
材
の
一
端
な
い
し
両
端
の
左
右
に
切
り
欠
き
　

を
入
れ
た
形
態
）

〇
五
一
型
式
（
一
端
を
と
が
ら
せ
た
形
態
）

〇
三
三
型
式
（
上
端
左
右
に
切
り
欠
き
を
も
ち
下
端
を
と
が
ら
せ
た
形
態
）

＝
以
上
は
付
札
木
簡
（
貢
進
物
荷
札
、
物
品
付
札
）

〇
八
一
型
式
（
原
形
未
詳
の
形
態
）
＝
習
書
・
落
書
　

〇
九
一
型
式
（
木
簡
の
文
字
面
を
刀
子
で
薄
く
削
っ
た
削
片
で
、
内
容
は
多
岐
　

に
わ
た
る
）
＝
削
屑
　

４
、
右
の
デ
ー
タ
の
上
下
に
、
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
を
記
す
。
こ
の
場
合
、『
木
簡
　
一
』、

『
平
城
宮
木
簡
一
』
な
ど
は
上
部
に
そ
れ
ぞ
れ
の
木
簡
番
号
と
共
に
記
し
　
、『
城
』、

『
木
簡
研
究
』
な
ど
は
下
部
に
そ
れ
ぞ
れ
の
号
数
と
共
に
記
し
た
。

５
、
用
例
を
示
す
に
つ
き
、
底
本
（
原
木
簡
）
の
双
行
部
分
・
小
字
の
部
分
を
　
〈

〉

印
で
印
字
し
、
改
行
部
に
／
印
を
付
し
た
。

６
、
用
例
を
示
す
に
つ
き
、
次
の
符
号
を
用
い
た
。
多
く
は
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
に

従
う
が
、
一
部
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

●

木
簡
の
表
裏
に
文
字
の
あ
る
場
合
、
そ
の
区
別
を
示
す
。

○

木
簡
の
上
・
下
端
に
孔
の
穿
た
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

□
□
□
　
字
数
の
確
認
で
き
る
欠
損
文
字
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

字
数
の
確
認
で
き
る
、
ま
た
、
で
き
な
い
欠
損
文
字
を
示
す
。

「

」

異
筆
、
追
筆
。

（

）

依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
校
訂
の
注
記
。

×
　
　

欠
損
文
字
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

に
相
当
す
る
。（
依
拠
し
た

テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
用
・
不
用
が
あ
る
）

＜
　
　
　
木
簡
の
上
・
下
端
に
切
り
込
み
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。（
依
拠
し
た
テ

キ
ス
ト
に
よ
っ
て
用
・
不
用
が
あ
る
）

（
１
）

串

干
し
肉
の
類
は
竹
串
か
木
串
に
刺
し
て
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
次
の
よ
う
に
見
え

る
。

○
　
輸
　
員
　
串
（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
二
三
六
―
Ｂ
、SB

47
033

、『
城
』
十
二
）

○
　
鹿
脯
　
串
〈
上
〉
長
□
　
　
　
　
（
二
条
大
路
南
濠
状
遺
構
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、
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簡
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（79

）
・16

・3
039

U
O
28

、『
城
』
三
十
一
）

「
員
」
は
、
そ
の
員
数
の
意
、「
鹿
脯
」
は
、
鹿
肉
（
宍
）
の
干
し
た
も
の
を
い
う
。

『
正
倉
院
文
書
』
に
も
同
様
の
用
法
が
あ
り
、
福
岡
の
鴻
臚
館
跡
か
ら
は
「
鹿
脯
乾
」
と

書
い
た
荷
札
木
簡
（
八
世
紀
初
）
が
出
土
し
て
い
る
。
源
順
編
『
倭
名
類
聚
抄
』（
承
平

年
間
〈
九
三
一
〜
九
三
八
〉）
の
「
魚
鳥
類
」
に
は
、「

」
は
「
き
た
ひ
」、「
脯
」
は

「
ほ
し
し
」
と
あ
り
、
ま
た
、
塩
漬
け
の
類
を
「
し
し
ひ
し
ほ
」
と
い
う
と
あ
る
。
中
国

古
代
の
文
献
に
、「
及
言
卿
東
壁
下
有
美
酒
一
斛
又
有
鹿
肉
三
斤
」（
呉
書
、
静
嘉
堂
文

庫
蔵
本
、
巻
十
八
、
趙
達
）
と
見
え
る
の
も
「
鹿
脯
」
で
あ
ろ
う
。

唐
韻
云
　
　
〈
居
昔
二
音
和
／
名
木
多
比
〉
乾
肉
也
方
言
云
鳥
　
曰
　
　
　

〈
音
無
又
／
音
武
〉

鹿
脯
　
説
文
云
脯
〈
音
甫
和
名
／
保
之
々
〉
乾
肉
也
禮
記
云
牛
脩
鹿
脯
〈
脩
亦
　
　

脯
／
也
音
秋
〉

醢
　
　
爾
雅
注
云
醢
〈
乎
改
反
與
海
同
和
／
名
之
々
比
之
保
〉
肉
醤
也
陶
隱
居
　
　

本
草
注
云
肉
醤
魚
醤
皆
呼
爲
醢
不
入
藥
用（

道
円
本
、
巻
十
六
、
二
〇
ウ
）

﹇
参
　
考
﹈

○
　
●

郡
進
止
於
蓆
二
枚

四
月
五
日
　
　
平
（
干
ｶ
）
宍
□
串

赤
□
□
（
大
ｶ
）
坏
廿
口
□

●

（
裏
面
略
）

（
新
潟
・
八
幡
林
遺
跡
、

（440

）
・56

・7
019

第
二
四
号
、『
木
簡
研
究
』、
第
十
六
号
（
田
中
靖
））

八
幡
林
遺
跡
は
、
八
世
紀
前
半
か
ら
九
世
紀
の
越
後
国
古
志
郡
に
関
わ
る
官
衙
遺
跡

と
考
え
ら
れ
、
右
は
、
郡
に
進
上
し
た
物
品
名
と
そ
の
量
を
記
載
し
た
貢
進
文
書
で
、

裏
面
に
、
郡
の
大
領
を
表
す
「
長
官
尊
」
と
い
う
語
句
が
見
え
る
。「
串
」
字
の
上
は

「
二
ｶ
三
」
と
い
う
。
席
、
宍
肉
、
赤
色
の
大
き
な
坏
な
ど
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
す
れ
ば
、

こ
れ
は
神
事
な
ど
の
使
用
物
品
を
思
わ
せ
る
と
さ
れ

!

、
具
体
的
に
は
、「
四
月
五
日
」

は
、
郡
司
の
掌
る
農
耕
儀
礼
（
田
植
え
）
の
饗
宴
の
日
、「
平
宍
」
は
「
干
宍
」
で
牛
宍

を
い
う
と
の
見
方
が
提
出
さ
れ
て
い
る

"

。
次
も
「
□
宍
」
や
「

□
」（
器
物
か
）

の
数
量
の
多
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。

○
　
　
□
宍
一
百
串

□
（
六
ｶ
）
百
枚
（
前
後
略
）

（
同
右
、（294

）
・54

・6
081

第
二
七
号
、
同
）

＊
　
!
平
川
南
「
八
幡
林
遺
跡
木
簡
と
地
方
官
衙
論
」、『
木
簡
研
究
』、
第
十
七
号
、

一
九
九
五
年
。

"
三
上
喜
孝
「
墨
書
土
器
研
究
の
新
視
点
―
文
献
史
学
の
立
場
か
ら
」、『
国

文
学
　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』、
二
〇
〇
二
年
三
月
号
。

（
２
）

丸
　→

　
列
・
節
・
連

こ
の
助
数
詞
は
、
瓜
、
漬
瓜
、
茄
子
、
椿
桃
子
、
堅
魚
、
ま
た
、
真
珠
・
水
精
玉
・

琥
珀
の
玉
な
ど
を
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

○
　
●

□
上
　
瓜
四
丸

茄
子
六
丸

使
秋
女

●

六
月
八
日
國
麻
呂
　
　
　
　
（
宮
内
基
幹
排
水
路
Ｓ
Ｄ
三
四
一
〇
、

（223

）
・24

・3
019

B
F
19

、『
城
』
三
十
四
）

〈
賀
麻
流
魚
一
隻

和
海
藻
四
把
　
醤
四
合
　
　
漬
瓜
一
丸

○
　
●

進
上
　
　
　
　
　
　
　
塩
一
合
五
夕
　
末
醤
　
　
　
□
々
保
□
一
□
　
　
　
　
　

世
比
魚
四
隻
　
　
酢
二
合
　
　
　
栢
四
　
　

●

潤
八
月
十
八
日
當
麻
人
公
〉（〈

〉
内
四
行
細
字
）

（
二
条
大
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
一
二
五
〇
、H

S32
019

、『
城
』
十
五
）

（
利
ｶ
）
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古
代
木
簡
資
料
に
お
け
る
助
数
詞

○
　
●

南
宅
進
上
〈
蒸
莢
角
豆
六
把
　
大
豆
三
根
／
瓜
八
碩
　
椿
桃
子
十
六
丸
〉

●

天
平
九
年
八
月
四
日
賀
茂
安
麻
呂
　
　
　
（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
　

五
一
〇
〇
、190

・30

・1
011

U
O
28

、『
城
』
二
十
二
）

「
椿
桃
」
は
、
も
も
の
一
種
。
油
桃
と
も
い
う
。「
子
」
は
、
果
実
の
意
。
瓜
に
は
、

「
丸
」
・
「
顆
・
果
」
や
「
荷
」
が
用
い
ら
れ
る
が
、「
瓜
八
碩
」
と
は
不
審
で
あ
る
。

以
下
は
、
多
く
、
カ
ツ
オ
、
即
ち
、「
堅
魚
」
・
「
荒
堅
魚
」
を
対
象
と
す
る
用
例
で

あ
る
。
伊
豆
国
の
用
例
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
「
里
」
の
地
名
に
つ
い
て
は
瀬
川
裕
市
郎

氏
に
考
察
が
あ
る

!

。
西
伊
豆
町
な
ど
は
、
今
で
も
カ
ツ
オ
ブ
シ
の
名
産
地
で
あ
る
。

○
　
八
連
一
丸

（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、
削
屑
、091

JF
09

、『
城
』
三
十
）

○
　
●

伊
豆
國
賀
茂
郡
築
間
郷
山
□
（
田
ｶ
）
里
戸
主
矢
田
部
廣
田
口
矢
田
部
荒
勝
調
荒
　
　

堅
魚
十
一
斤
／
十
兩
／
天
平
七
年
十
月
七
連
七
丸

●

伊
豆
國
賀
　
　
（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、352

・32

・5

031
U
O
43

、『
城
』
二
十
二
）

○
　

伊
豆
國
賀
茂
郡
賀
茂
郷
□
□
里
戸
主
生
部
犬
麻
呂
口
生
部
千
麻
呂
調
荒
堅
魚
十
　

一
斤
十
兩
／
六
連
二
丸
／
天
平
五
年
十
月

（
第
一
五
四
次
調
査
、
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、359

・35

・5
011

F
J27

、

『
木
簡
研
究
』、
第
六
号
（
舘
野
和
己
））

「
戸
主
」
以
下
に
つ
き
、
先
に
は
「
戸
主
壬
生
部
犬
麻
呂
□
生
部
千
・
・
・
」
と
あ

っ
た
（『
城
』
十
七
、
一
四
頁
）。

○
　

伊
□
□
賀
茂
郡
□
□
□
（
郷
ｶ
）
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
十
一
□
□
兩
／
　
　

九
連
五
丸
／
　
　
　
　
　
年
十
月
　
　
　
（
同
右
、
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、

397

・31

・4
031

F
L
27

、『
木
簡
研
究
』、
第
六
号
）

○
　

伊
豆
國
賀
茂
郡
賀
茂
郷
題
詩
里
戸
主
矢
田
部
刀
良
麻
呂
口
矢
田
部
刀
良
調
荒
堅
　

魚
十
一
斤
十
兩
「
十
一
連
二
丸
」
／
天
平
七
年
十
月
　
　
（
二
条
大
路
木
簡
、

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、408

・34

・5
031

U
O
42

、『
城
』
二
十
二
）

○
　

伊
豆
國
賀
茂
郡
賀
茂
郷
題
詩
里
戸
主
矢
田
部
刀
良
麻
呂
口
矢
田
部
刀
良
調
荒
堅
　

魚
十
一
斤
十
兩
「
十
一
連
二
丸
」
／
天
平
七
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、388

・37

・4
011

U
O
11

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
賀
茂
郡
色
日
郷
鯉
名
里
戸
主
多
治
比
部
國
万
呂
口
多
治
比
部
禰
万
呂
調
　

荒
堅
魚
十
一
斤
十
兩
「
七
連
一
丸
」
／
天
平
八
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、395

・28

・4
031

U
O
13

、
同
右
）

○
　
●

伊
豆
國
賀
茂
郡
色
日
郷
大
背
里
戸
主
矢
田
部
高
椋
口
矢
田
部
建
嶋
調
荒
堅
魚
十
　

一
斤
十
兩
／
天
平
七
年
十
月
　

●

「
七
連
七
丸
」（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、353

・20

・4
031
U
O
38

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
賀
茂
郡
三
嶋
郷
三
嶋
里
占
部
五
百
□
（
比
ｶ
）
調
荒
堅
魚
十
一
斤
十
兩
□

連
五
丸
／
天
平
□
年

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、310

・24

・3
031

U
O
45

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
賀
茂
郡
川
津
郷
賀
美
里
戸
主
矢
田
部
□
麻
呂
戸
平
群
部
嶋
調
荒
堅
魚
十
　

一
斤
十
兩
／
「
九
連
一
丸
」
／
天
平
八
年
十
月

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、379

・28

・4
011

U
O
20

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
賀
茂
郡
川
津
郷
賀
茂
里
戸
主
矢
田
部
三
狩
口
矢
田
部
長
調
荒
堅
魚
十
一
　

斤
〈
十
〉
兩
／
「
八
連
四
丸
」
／
天
平
七
年
十
月

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、376

・36

・4
011

U
O
42

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
賀
茂
郡
川
津
郷
□
（
神
ｶ
）
竹
里
戸
主
矢
田
部
子
當
口
矢
田
部
石
村
調
煮
　
　

堅
魚
八
斤
五
兩
／
「
七
連
五
丸
」
／
天
平
七
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、275

・25

・3
011

U
O
42

、
同
右
）

こ
れ
だ
け
は
「
煮
堅
魚
八
斤
五
兩
」
と
見
え
る
。
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古
代
木
簡
資
料
に
お
け
る
助
数
詞

○
　

伊
豆
國
賀
茂
郡
稻
梓
郷
稻
梓
里
戸
主
占
部
□
志
戸
占
部
石
麻
呂
調
荒
堅
魚
十
一
　

斤
十
兩
／
六
連
六
丸
／
天
平
七
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
（
二
条
大
路
木
簡
、

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、433

・33

・3
031

U
O
46

、『
城
』
二
十
二
）

○
　
●

伊
豆
國
那
賀
郡
射
鷲
郷
庭
科
里
戸
主
宍
人
部
百
足
口
宍
人
部
足
國
調
堅
魚
十
一
　

斤
十
兩
　
／
九
連
四
丸

●

天
平
七
年
九
月
　
　
　
　
（
同
右
、333

・33

・5
051

U
O
48

、
同
右
）

○
　
●

伊
豆
國
那
賀
郡
射
鷲
郷
庭
科
里
戸
主
宍
人
　
　
　
足
口
宍
人
部
足
國
調
堅
魚
十
　

一
斤
十
兩
「
九
連
四
丸
」

●

天
平
七
年
九
月
　
　
　
　
（
同
右
、382

・30

・4
031

U
O
48

、
同
右
）

○
　
●

伊
豆
國
那
賀
郡
射
鷲
郷
和
太
里
戸
主
白
髪
部
石
口
矢
田
部
高
嶋
調
荒
堅
魚
十
一
　

斤
十
兩
「
七
連
七
丸
」

●

天
平
七
年
九
月
　
　
　
　
（
同
右
、388

・31

・3
031

U
O
48

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
中
郡
都
比
郷
有
覺
里
〈
戸
主
日
下
部
麻
々
呂
／
日
下
部
黒
万
呂
〉
調
荒
　

堅
魚
十
一
斤
十
両
〈
□
連
一
丸
／
天
平
七
年
九
月
〉

（
同
右
、400

・23

・4
031

U
O
42

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
那
賀
郡
丹
科
江
田
里
〈
戸
　
　
　
呂
口
／
　
　
　
　
□
〉
調
堅
魚
　
　

十
一
斤
十
兩
／
九
連
七
丸

（
同
右
、（134+

115

）
・32

・4
011

U
O
48

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
那
賀
郡
丹
科
郷
多
具
里
〈
戸
主
物
部
大
山
口
／
　
物
部
國
万
呂
〉
調
堅
　

魚
／
十
一
連
九
丸

（
同
右
、336

・34

・4
032

U
O
42

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
那
賀
郡
丹
科
郷
多
具
里
物
部
千
足
調
荒
　
　
　
　
／
九
連
一
丸
／
□
　
　

□
（
五
年
ｶ
）
九
月
　
（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、316

・20

・3
031

F
L
27

、

『
木
簡
研
究
』、
第
六
号
（
舘
野
和
己
））

○
　

伊
豆
國
那
賀
郡
丹
□
□
多
□
□
□
□
□
　
　
　
　
□
□
　
　
　

／
九
連
一

丸
／
　
　
　
□
（
天
ｶ
）
平
五
年
九
月

（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、324

・31

・3
031

F
J27

、
同
右
）

○

×
□
□
□
□
部
呰
万
呂
調
／
荒
堅
魚
十
一
斤
十
兩
　
八
連
二
丸
／
　
天
平
五
年
九
　

月
　
　
（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、（354

）
・31

・4
039

F
J27

、
同
右
）

○
　
●

伊
豆
國
那
賀
郡
石
火
郷
戸
主
矢
田
部
金
毛
口
物
部
禰
万
呂
調
堅
魚
十
一
斤
十
兩
　

「
八
連
三
丸
」

●

天
平
七
年
九
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
条
大
路
木
簡
、

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、390

・27

・3
031

U
O
47

、『
城
』
二
十
二
）

○
　
●

伊
豆
國
那
賀
郡
石
火
郷
宇
遲
部
黒
栖
調
堅
魚
十

●

一
斤
十
兩
　
九
連
六
丸

天
平
七
年
九
月
十
一
日
　
　

（
同
右
、230

・26

・5
031

U
O
42

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
中
郡
石
火
郷
物
部
廣
足
調
堅
魚
十
一
斤
十
兩
「
九
連
丸
」

（
同
右
、319

・26

・1
033

U
O
42

、
同
右
）

○
　

伊
豆
國
中
郡
石
火
郷
〈
物
部
黒
万
呂
／
物
部
□
（
廣
ｶ
）
万
呂
〉
調
堅
魚
十
一
斤
　
　

十
兩
／
「
十
連
二
丸
」

（
同
右
、236

・24

・2
031

U
O
42

、
同
右
）

○
　
●

石
火
郷
物
部
小
熊
調
堅
魚
十
一
斤
十
兩
／
「
十
連
四
丸
」

●

天
平
七
年
九
月
十
一
日
　
　

（
同
右
、（215

）
・30

・2
039

U
O
12

、
同
右
）

○
　
●

賀
郡
都
比
□
□
洲
里
〈
戸
主
日
下
部
鳥
万
呂
口
／
物
部
大
友
〉
調
荒
堅
　

魚
十
一
斤
十
兩
　
「
七
連
八
丸
／
天
平
七
年
九
月
」

（
二
条
大
路
木
簡
、

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、357

・32

・10
032

JD
Z

、『
城
』
二
十
四
）

○
　

方
郡
久
寝
郷
坂
上
里
矢
田
部
子
□
調
荒
堅
魚
十
一
斤
十
兩
天
平
七
年
九
月
　

／
八
連
一
丸

（
二
条
大
路
木
簡
、

（
ﾏ
ﾏ
）
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簡
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東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、（281

）
・33

・4
039

U
O
46

、『
城
』
二
十
二
）

○
　

伊
豆
國
田
方
郡
久
寝
郷
坂
上
里
矢
田
部
千
嶋
調
荒
堅
魚
十
一
斤
十
兩
天
平
七
　
　

年
九
月
／
七
連
五
丸

（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝
　
　

Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、370

・28

・3
031

JD
27

、『
城
』
二
十
四
・
二
十
九
）

○
　

伊
豆
國
田
方
郡
久
寝
郷
坂
上
里
日
下
部
眞
廣
調
荒
堅
魚
十
一
斤
十
兩
天
平
七
　
　

年
九
月
／
七
連
一
丸

（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝

Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、353

・30

・4
031

JF
11

、『
城
』
二
十
四
）

○
　
●

伊
豆
國
田
方
郡
久
寝
郷
坂
上
里
日
下
部
遠
麻
呂
調
荒
堅
魚
十
一
斤
十
兩
　
／
七
　

連
六
丸

●

天
平
七
年
十
月
　
　
　
　
　
　
　
（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝

Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、（334

）
・29
・4

031
U
O
09

、『
城
』
二
十
二
）

○
　
●

伊
豆
國
田
方
郡
久
寝
郷
坂
上
里
若
櫻
部
高
山
調
荒
堅
魚
十
一
斤
十
兩
　
／
「
八
　

連
四
丸
」

●

天
平
七
年
九
月
　

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、350

・28

・5
031

U
O
44

、
同
右
）

○
　
●

伊
豆
國
田
方
郡
久
寝
郷
坂
本
里
戸
主
津
守
部
士
諸
戸
口
日
下
部
床
足
調
荒
□

（
堅
ｶ
）
×

●

八
連
三
丸

天
平
二
年
十
月
　
（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、

（278

）
・31

・3
039

F
L
27

、『
木
簡
研
究
』、
第
六
号
）

○
　
●

伊
豆
國
田
方
郡
久
寝
郷
□
□
里

●

六
連
四
丸

（
二
条
大
路
南
濠
状
遺
構
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、

（128

）
・17

・2
019

U
O
09

、『
城
』
三
十
一
）

○
　
●

伊
豆
國
田
方
郡
有
雜
郷
多
我
里
戸
主
大
伴
部
木
麻
呂
調
荒
堅
魚
十
一
斤
十
兩
　
　

／
「
六
連
六
丸
」

●

天
平
七
年
十
月
　
　
　
　
　
（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、

339

・33

・4
031

U
O
42

、『
城
』
二
十
二
）

○
　
●

伊
豆
國
田
方
郡
棄
妾
郷
瀬
埼
里
戸
主
茜
部
眞
弓
調
荒
堅
魚
十
一
斤
十
兩
　
「
六
　

連
一
丸
」

●

天
平
七
年
十
月

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、335

・32

・5
031

U
O
42

、
同
右
）

○
　
●

伊
豆
國
田
方
郡
棄
妾
郷
許
保
里
戸
主
大
伴
部
龍
麻
呂
口
金
刺
舎
人
部
足
國
調
堅
　

魚
／
「
十
一
斤
十
兩
／
六
連
七
丸
」

●

「

七
年
十
月
」

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、354

・23

・5
031

U
O
42

、
同
右
）

○
　
●

伊
豆
國
田
方
郡
棄
妾
郷
許
保
里
戸
主
大
生
部
眞
高
口
大
生
部
野
瀬
調
荒
堅
魚
十
　

一
斤
十
兩
／
「
六
連
三
丸
」

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、370

・33

・4
031

U
O
47

、
同
右
）

○
　
●

伊
豆
國
田
方
郡
棄
　
　

●

十
一
斤
十
兩
／
五
連
七
丸

Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、（150

）
・29

・4
039

U
O
25

、『
城
』
三
十
一
）

○
　
●

□
部
□
足
調
堅
魚
十
一
斤
十
兩
　
／
「
十
連
五
丸
」

●

七
年
九
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、（210

）
・23

・3
039

U
O
46

、『
城
』
三
十
一
）

こ
の
地
区
の
出
土
木
簡
に
は
伊
豆
国
か
ら
の
貢
進
物
関
係
が
多
い
か
ら
、
こ
の
不
明

の
文
字
も
そ
の
線
で
推
測
さ
れ
よ
う
。

○
　

駿
河
國
富
士
郡
古
家
郷
小
嶋
里
　
　
　
　
荒
堅
魚
九
連
三
丸

天
平
七
年
十
月
　

（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、（335

）・18

・5
019

U
O
42

、

『
城
』
二
十
二
）

（
二
条
大
路
南
濠
状
遺
構

（
二
条
大
路
南
濠
状
遺
構



11

古
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簡
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「
賦
役
令
」
で
は
、
正
丁
一
人
の
輸
貢
量
に
つ
き
、「
堅
魚
卅
五
斤
」、「
煮
堅
魚
廿
五

斤
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
　
令
義
解
』、
調
絹
　
の
条
、
一
一

五
・
一
一
六
頁
）。
こ
れ
は
小
称
で
あ
り
、
こ
れ
を
大
称
に
換
算
す
る
と
、
前
者
は
、
約

一
一
斤
一
〇
両
、
後
者
は
、
約
八
斤
五
両
と
な
る
。
堅
魚
は
、
従
っ
て
、
こ
の
規
定
ど

お
り
の
重
量
が
貢
納
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

右
は
、
今
日
の
カ
ツ
オ
ブ
シ
と
は
異
な
る
が
、
参
考
ま
で
に
、
今
の
製
法
を
見
て
お

く
と
、
こ
れ
に
は
、
大
体
、
次
の
よ
う
な
工
程
が
あ
る
（
地
方
に
よ
っ
て
小
異
が
あ
る
）。

即
ち
、
①
生
の
カ
ツ
オ
の
頭
部
・
内
臓
・
背
び
れ
を
除
去
し
、
三
枚
に
お
ろ
す
、
②
片

身
を
血ち

合あ
い

（
黒
血
肉
）
に
沿
っ
て
背
身
お
ぶ
し

・
腹
身
め
ぶ
し

に
切
り
分
け
る
、
③
一
時
間
ほ
ど
ゆ
で

る
、
④
ウ
ロ
コ
や
大
骨
・
小
骨
を
除
去
す
る
﹇
ナ
マ
リ
ブ
シ
﹈、
⑤
薪
（
カ
シ
、
サ
ク
ラ
、

ク
ヌ
ギ
な
ど
）
で
二
週
間
〜
一
箇
月
い
ぶ
す
﹇
ア
ラ
ブ
シ
﹈、
⑥
表
面
の
タ
ー
ル
を
削
除

し
、
整
形
す
る
﹇
ハ
ダ
カ
ブ
シ
﹈、
⑦
カ
ビ
付
け
し
（
主
に
表
面
の
水
分
を
除
去
す
る
）、

一
方
で
天
日
に
干
す
（
カ
ビ
の
成
長
を
抑
え
る
）、
こ
れ
を
一
番
カ
ビ
か
ら
六
番
カ
ビ
ま

で
繰
り
返
す
﹇
本
枯
ほ
ん
か
れ

節
﹈。
カ
ツ
オ
を
さ
ば
い
て
か
ら
、
こ
の
間
、
半
年
ほ
ど
を
要
す
る
。

宮
下
章
氏
に
よ
れ
ば
、
焙
乾
法
に
よ
る
カ
ツ
オ
ブ
シ
は
後
世
の
も
の
で
あ
る
、
木
簡

の
「
堅
魚
・
麁
（
荒
）
堅
魚
」
は
、「
煮
堅
魚
」
に
対
す
る
用
語
で
あ
っ
て
生
魚
を
縦
に

細
く
何
条
に
も
切
り
、
そ
の
ま
ま
干
し
上
げ
た
粗
製
品
で
あ
る
、「
煮
堅
魚
」
は
、
煮
て

か
ら
干
し
た
も
の
、
貢
納
量
か
ら
し
て
「
堅
魚
」
よ
り
三
割
方
高
く
評
価
さ
れ
た
乾
燥

精
製
品
で
あ
る
、
両
者
と
も
、
一
本
の
カ
ツ
オ
の
肉
を
六
条
〜
八
条
に
細
断
し
て
成
っ

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

"

。「
煮
堅
魚
」
と
は
、
堝
形
土
器
で
右
の
③
④
相
当
の
工
程

を
経
た
も
の
を
干
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
若
干
の
薫
煙
を
か
け
る
か
）。
ナ
マ
リ
と
は
、

火
炎
・
蒸
気
・
煮
熟
等
の
熱
に
よ
っ
て
そ
の
肉
が
白
く
変
質
す
る
こ
と
を
い
う
が
、
③

④
を
経
た
も
の
は
、
今
で
も
「
な
ま
り
節
」
と
し
て
売
ら
れ
て
い
る
。「
堅
魚
・
荒
堅
魚
」

は
、
し
か
し
、
助
数
詞
に
「
節
」
・
「
丸
」
が
用
い
ら
れ
て
も
「
条
」
が
用
い
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
か
ら
、「
煮
堅
魚
」
と
同
様
、
や
は
り
、
背
身
・
腹
身
の
「
節
」
く
ら
い
の

単
位
で
切
り
分
け
ら
れ
た
も
の
ら
し
い
。
と
は
い
え
、
九
月
・
十
月
に
生
身
を
こ
の
大

き
さ
で
干
し
て
も
乾
燥
に
難
が
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
右
の
⑤
相
当
の
工
程

を
経
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
③
相
当
の
工
程
を
抜
い
て
薫
煙
し
た
も
の
か
で
は
な
か

ろ
う
か
。
乾
物
製
品
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
こ
ち
ら
の
方
が
精
製
品
で
あ

り
、
長
期
に
、
か
つ
、
多
量
を
貯
蔵
す
る
こ
と
も
で
き
る
。「
堅
魚
」
と
い
う
称
呼
も
、

そ
の
乾
物
製
品
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
り
、「
堅
魚
」
が
珍
重
さ
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
ろ
う
。

但
し
、
こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
を
食
膳
に
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
荒
堅
魚
」
と
は
、

あ
る
い
は
、
こ
の
カ
チ
カ
チ
の
乾
物
状
態
を
言
う
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

「
煮
堅
魚
」
の
方
は
、
若
干
の
日
持
ち
も
し
よ
う
が
、
ま
ず
は
、（
調
味
料
を
付
け
て
）

そ
の
ま
ま
を
食
し
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
魚
肉
の
味
わ
い
は
、
都
人
の

大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
賦
役
令
」
の
規
定
ど
お
り
の
重
量
が
貢
納
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
員
数

は
一
定
し
な
い
。
堅
魚
の
個
体
に
大
小
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
本
を
「
一
丸
」

と
も
「
一
節
」
と
も
い
い
、
十
本
を
連
ね
て
「
一
連
」
と
も
「
一
烈
」
と
も
い
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
こ
の
数
字
は
、
大
体
、
大
ぶ
り
の
堅
魚
な
ら
小
さ
く
、
小
ぶ
り
の
も
の

な
ら
大
き
く
な
る
。
但
し
、
貢
納
地
に
よ
っ
て
は
（
例
え
ば
、
伊
豆
国
田
方
郡
棄
妾
郷

な
ど
）、
一
連
を
一
斤
一
五
両
で
纏
め
、
六
連
前
後
で
一
一
斤
一
〇
両
の
荷
に
纏
め
る
こ

と
を
標
準
と
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い

#

。

員
数
を
案
配
し
て
重
量
を
調
整
し
た
も
の
は
、
そ
の
入
れ
物
と
し
て
「
籠
」
が
使
用

さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
大
隈
亜
希
子
氏
に
よ
れ
ば
、『
延
喜
式
』
神
祇
三
、
臨
時
祭
、

「
鎮
二

新
宮
地
祭
一

」
の
条
に
「
堅
魚
五
籠
。〈
別
受
二

十
一
／
斤
十
兩
一

。〉」（『
新
訂
増

補
国
史
大
系
』、
五
一
頁
）
と
見
え
る
か
ら
、「
堅
魚
は
、
一
一
斤
一
〇
両
分
に
「
〇
連

〇
節
」
と
い
う
形
状
に
纏
め
、
籠
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
さ
れ
、
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簡
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「
律
令
国
家
は
、
重
量
で
の
計
量
が
普
及
困
難
と
思
わ
れ
る
物
資
に
つ
い
て
は
、
慣
習
法

的
単
位
と
重
量
単
位
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
間
で
も
馴
染
み
や
す
い
形
で

権
衡
を
普
及
し
て
い
っ
た
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

$

。

右
の
よ
う
な
荷
札
木
簡
の
文
言
は
、
三
人
の
筆
か
ら
な
る
と
さ
れ
る
。

○
　
●

「
伊
豆
國
那
賀
郡
入
間
」「
郷
賣
良
里
戸
主
物
部
曽
足
口
物
部
千
嶋
調
堅
魚
十

一
斤
十
兩
」「
十
連
三
丸

●

天
平
七
年
九
月
」（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、343

・

37

・4
033

U
O
47

、『
城
』
二
十
二
）

○
　
●

「
伊
豆
國
那
賀
郡
入
間
」「
郷
中
村
里
戸
主
矢
田
部
衣
万
呂
口
矢
田
部
角
万
呂

調
堅
魚
十
一
斤
十
兩
」「
十
二
烈
五
丸

●

天
平
七
年
九
月
」（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、375

・

31

・6
051

U
O
42

、『
城
』
二
十
二
）

即
ち
、
寺
崎
保
広
氏
に
よ
れ
ば
、「
伊
豆
〜
入
間
」
の
部
分
は
、
予
め
入
間
郷
で
纏
め

て
書
き
置
か
れ
た
も
の
、「
郷
〜
十
兩
」
は
、
各
納
税
者
の
書
き
足
し
た
も
の
、
堅
魚
の

員
数
と
納
税
月
日
は
、
郷
（
五
〇
戸
で
編
成
さ
れ
た
行
政
組
織
）
の
上
部
の
郡
役
所
に

お
い
て
追
記
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
三
筆
の
存
在
、
及
び
、
記
入
段
階
が
判
明
す
る
と

さ
れ
る

%

。
助
数
詞
の
使
い
方
は
、
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
郡
役
所
の
役
人
の
手
に
委
ね

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

「
カ
」
・
「
條
」
の
条
参
照
。

な
お
、
こ
れ
ら
調
堅
魚
関
係
で
も
貢
進
月
日
を
「
十
月
」
と
す
る
も
の
が
多
い
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
、
稲
の
取
り
入
れ
が
終
わ
る
前
後
に
調
庸
物
の
貢
進
が
始
め
ら
れ
、
地

方
の
国
司
の
手
に
よ
っ
て
勘
納
さ
れ
る
の
が
十
月
に
な
る
か
ら
だ
と
す
る
説

&

、
ま
た
、

遠
中
近
国
を
問
わ
ず
、
当
時
、
調
庸
の
物
に
は
み
な
「
十
月
」
と
書
く
習
慣
で
あ
っ
た

と
す
る
説

(

が
あ
る
。

﹇
参
　
考
﹈

○
　
　
　
　
　
瓜
三
百
丸
〈
□
（
駄
ｶ
）
二
匹
／
天
平
十
五
年
九
月
七
日
出
雲
眞
前
〉

（
唐
招
提
寺
講
堂
地
下
遺
構
、
Ｌ
Ｏ
四
二
、210

・35

・4
011

）

『
木
簡
研
究
』、
第
八
号
（
岸
俊
男
・
和
田
萃
）
に
よ
る
。
荷
駄
の
伝
票
と
さ
れ
る
。

「
瓜
」
字
は
、
草
冠
を
有
す
る
字
形
で
あ
る
。
類
例
は
多
い
。「
ま
た
「
丸
」
は
「
ち
」

「
つ
」
で
、
個
数
を
示
す
」
と
あ
る
が
（
同
、
一
一
九
頁
）、
読
み
方
は
検
討
を
要
す
る
。

○
　
●

□
日
下
□
函
壹
合
（
中
略
）〈
眞
珠
廿
丸

水
精
玉
十
三
丸

／
琥
珀
卅
二
丸
相
戀
子
十
丸

水
精
合
子
□
合
／
□
　
　
□
□
銀
小
壺
一
合

惣
□
（
納
）

（
前
後
略
）（
杉
材
、
長80cm

・
幅6.8cm

･
厚0.6cm

）

正
倉
院
伝
世
の
木
簡
で
、
唐
櫃
に
付
し
、
物
品
の
出
納
を
記
し
た
帳
簿
的
な
も
の
と

さ
れ
る
（「
合
」
の
条
参
照
）。

＊

!

瀬
川
裕
市
郎
「
煮
堅
魚
と
堝
形
土
器
・
覚
え
書
　
３
」、『
沼
津
市
博

物
館
紀
要
』、
第
十
七
号
、
一
九
九
三
年
。

"

宮
下
章
著
『
鰹
節
』、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一

五
一
頁
。

な
お
、
今
日
の
よ
う
に
燻
乾
す
る
カ
ツ
オ
ブ
シ
は
十
七
世
紀
後
半
か
ら

の
も
の
と
さ
れ
る
が
、
魚
鳥
・
獣
の
肉
を
あ
ぶ
り
（
炙
）、
ま
た
、
い
ぶ

す
（
燻
）
こ
と
自
体
は
、
よ
り
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

#

樋
口
知
志
「
『
二
条
大
路
木
簡
』
と
古
代
の
食
料
品
貢
進
制
度
」
、
『

木
簡
研
究
』、
第
十
三
号
、
一
九
九
一
年
。

$

大
隈
亜
希
子
「
律
令
制
下
に
お
け
る
権
衡
普
及
の
実
態
　
―
海
産
物
の

貢
納
単
位
を
中
心
と
し
て
―
」、『
史
論
』、
第
四
十
九
号
、
一
九
九
六

年
三
月
。
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%

寺
崎
保
広
氏
執
筆
。
田
中
　
著
『
古
都
発
掘
』（
一
九
九
六
年
、
岩
波

書
店
）
所
収
、
二
二
一
頁
。

ま
た
、
佐
藤
信
著
『
日
本
古
代
の
宮
都
と
木
簡
』、
一
九
九
七
年
四
月
、
吉

川
弘
文
館
、
八
一
頁
。

&

井
上
辰
雄
著
『
正
税
帳
の
研
究
』、
一
九
六
七
年
十
一
月
、
塙
書
房
、

三
七
〇
頁
。

(

瀧
川
政
次
郎
「
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
と
賦
役
令
」、『
日
本
上
古
史
研

究
』、
第
五
巻
第
五
号
、
昭
和
三
十
六
年
。

（
３
）

了
　→

　
方

こ
の
助
数
詞
は
、
木
簡
資
料
で
は
、
黒
葛
、
縄
な
ど
を
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

○
　
●

□
□
（
和
銅
ｶ
）
八
年
八
月
□
□
□
□
（
進
ｶ
）
□
葛
卅
連
六
了

此
用
状
　
　
　
　
　

〈
□
□
□
風
□
　
　
　
　
黒
葛
五
了
宣
〈
大
宅
内
侍
〉

／
靈
龜
元
年
九
月
□
□
□
□
□
□
（
内
侍
黒
葛
ｶ
）
□
□
□
〈
大
宅
内
侍
〉〉

●

十
二
月
十
日
□
（
充
ｶ
）
□
□
□
□
黒
葛
一
了
宣
〈
□
□
□
□
（
大
宅
内
侍
ｶ
）
靈
龜

二
年
二
月
廿
日
鴨
末
枝
「
□
□
三
□
」〉

（
第
一
〇
四
次
調
査
東
院
地
区
、
Ａ
期
の
土
壙
Ｓ
Ｋ
八
六
三
〇
、

SI44
081

（SK
8630

）
、『
城
』
十
二
）

裏
面
の
「
黒
」
字
、「
宣
」
字
の
右
傍
に
そ
れ
ぞ
れ
不
明
の
文
字
が
一
字
ず
つ
あ
る

よ
う
だ
が
、
省
略
し
た
。
和
銅
八
年
は
七
一
四
年
、
九
月
に
霊
亀
元
年
と
改
元
さ
れ

た
。

○
　
●

□
　
　
□
（
充
ｶ
）
掃
部
司
黒
葛
二
了
宣
〈
上
海
上
内
侍
〉
同
日
内
進
黒
葛
一
了

宣
〈
束
内
侍
〉

「
韓
櫃
」

●

□
□
　
　
　
　
　
十
月
廿
八
日
内
進
　
　

黒
葛
卅
了
宣
〈
神
前
内
侍
／
□
〉

（
同
右
遺
構
、SI44

081

（SK
8630

）
、『
城
』
十
二
）

「
黒
葛
つ
づ
ら

」
の
進
上
・
支
給
を
記
録
し
た
文
書
で
、
文
面
は
、
年
月
日
、
黒
葛
の
進

上
・
支
給
先
、
数
量
、
内
侍
名
と
な
っ
て
お
り
、
二
点
は
直
接
接
続
し
な
い
が
、
同

材
・
同
筆
で
、
も
と
同
一
木
簡
で
、
縦
に
割
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
内
侍

司
は
、
天
皇
に
常
侍
し
、
奏
請
・
宣
伝
・
女
孺
の
検
校
・
内
外
命
婦
の
朝
参
・
禁
内
の

礼
式
の
こ
と
を
掌
る
官
司
で
、
尚
侍
・
典
侍
・
掌
侍
・
女
孺
か
ら
な
る
（『
新
訂
増
補
国

史
大
系
　
令
義
解
』、「
後
宮
職
員
令
」、
六
五
頁
）。
こ
の
内
侍
等
は
、
勅
旨
伝
宣
に
当

た
っ
た
も
の
ら
し
い
。「
大
宅
内
侍
」
は
、
養
老
七
年
正
月
に
初
見
す
る
大
宅
朝
臣
諸
姉

（
天
平
八
年
に
典
侍
）、「
上
海
上
内
侍
」
・
「
束
内
侍
」
・
「
神
前
内
侍
」
は
、
采
女
か

氏
女
出
身
の
、
出
身
郡
名
、
あ
る
い
は
、
氏
族
名
を
名
と
す
る
内
侍
、「
内
進
」
と
は
、

内
裏
へ
の
進
上
を
意
味
し
、
よ
っ
て
、
本
簡
は
、
内
裏
と
関
わ
り
が
深
い
も
の
と
さ
れ

る
（『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
一
九
七
八
』、
三
三
頁
）。

「
黒
葛
つ
づ
ら

」
の
用
途
、
ま
た
、
助
数
詞
「
了
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
「
正
倉
院
文
書
」

の
条
で
述
べ
る
が
、
黒
葛
は
、「
葛
折
り
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
形
体
上
か
ら
、

単
位
と
し
て
「
了
」
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
　
●

請
繩
參
拾
了

右
爲
付
御
馬
并
夜
行
馬
所
請

●

如
件
　
神
護
景
雲
三
年
四
月
十
七
日
番
長
非
淨
濱

（
６
Ａ
Ｂ
Ｅ
―
Ｓ
Ｄ
三
七
一
五
溝
、M

I09
6011

、『
城
』
五
）

平
城
宮
跡
の
中
央
部
に
推
定
さ
れ
る
第
一
次
内
裏
、
朝
堂
院
の
一
部
（
こ
の
東
で
南

北
に
走
る
溝
の
上
層
）
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
、
法
量
は
、323

・25

・4

と
さ
れ
る

（『
木
簡
研
究
』、
第
八
号
）。
番
長
（
左
右
兵
衛
府
）
が
、
御
馬
と
夜
行
馬
に
付
け
る
た

め
の
縄
を
請
求
し
た
文
書
で
あ
る
。「
夜
行
」
は
、「
宮
衛
令
４
・
24
」
に
い
う
「
行
夜
」

に
見
え
る
夜
間
の
巡
検
を
い
う
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
　
令
集
解
』、
六
七
九
頁
、
六
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簡
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九
四
頁
）。

右
の
他
、『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
三
十
四
）』
に
、

○
　
●

請
□
□
□
繩
一
方
〈
少
進
大
伴
　
　
　
／
如
件
　
　
　
　
　
□
〉

●

十
二
月
七
日
私
部
□
□
（
人
成
ｶ
）

（
東
一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
九
五
一
、171

・26

・2
011

B
L
14

）

と
見
え
る
例
が
あ
る
。
縄
の
請
求
に
関
す
る
木
簡
ら
し
く
、
よ
っ
て
、「
方
」
は
縄
を
対

象
と
す
る
助
数
詞
と
見
ら
れ
る
。「
了
」
と
字
形
が
近
く
、
紛
ら
わ
し
く
は
あ
る
が
、
別

個
の
助
数
詞
と
見
ら
れ
る
（
後
述
）。

﹇
参
　
考
﹈

○
　
●

作
官
曹
司
所
十
五
人
〈
半
了
六
十
六
夫
〉

●

七
月
廿
一
日
　
　
（『
長
岡
京
木
簡
一
』、
三
、
左
京
第
一
三
次
　
　

調
査
、
溝
Ｓ
Ｄ
一
三
〇
一
―
Ｂ
層
、394
・30

・5
011

23O

、
杉
・
柾
目
）

長
岡
京
造
営
に
関
す
る
木
簡
と
い
う
（「
解
説
」、
五
五
頁
）。「
夫
」
は
人
夫
で
あ
ろ

う
か
ら
、「
半
了
」
は
、
黒
葛
か
縄
か
に
関
す
る
表
現
で
あ
ろ
う
。
長
岡
京
は
　
延
暦
三

年
（
七
八
四
）
よ
り
造
営
移
転
し
た
都
（
同
十
三
年
造
営
中
止
、
十
月
に
平
安
京
遷

都
）。

（
４
）

人
　→

　
口
・
坐
・
柱

「
人
」
は
、
帳
内
、
乳
母
、
宿
直
資
人
、
供
奉
人
、
豎
、
造
役
人
、
書
吏
、
医
、
仕

丁
、
廝
、
兵
士
、
隼
人
、
大
炊
司
女
、
要
帯
師
、
造
玉
、
奈
閉
作
、
須
保
弖
、
沓
縫
、

薦
縫
、
矢
作
・
大
刀
造
革
油
高
家
、
轆
轤
師
、
画
師
、
人
足
、
苅
（
氷
室
に
敷
く
草
を

刈
る
人
）、
奴
婢
、
そ
の
他
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

○
　
●

供
奉
卅
六
人
〈
司
一
人

奴
六
人
　
直
丁
十
人
／
宮
人
五
人

婢
十
四
人
〉

●

九
月
五
日
　
　
　
　
　
（
二
条
大
路
南
側
路
肩
の
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、

258

・32

・6
011
U
O
32

、『
城
』
二
十
二
）

「
供
奉
人
員
　
六
人
」、「
供
奉
人
員
　
九
人
」
な
ど
と
見
え
る
例
も
あ
る
（
同
右
、

Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、269

・19

・3
011

U
O
46

、
ま
た
、252

・30

・6
011

U
O
45

、

共
に
『
城
』
二
十
二
）。

○
　
●

人
員
二
百
二
人
〈
百
九
人
／
別
三
升
　
　
　
飯
三
石
三
斗
　
三
石
一
斗
□
一
石
　

四
升
　
／
（
中
略
）〉

●

〈

子
所
三
人

左
衞
士
卅
九
人

丈
部
二
人
／
木
工
寮
七
人

右
卅

九
人

領
八
人
／
造
宮
八
十
三
人

衞
門
廿
一
人
〉

（
二
条
大
路
木
簡
、

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、302

・49

・5
011

JF
10

、『
城
』
二
十
四
）

○
　
●

障
子
作
畫
師
一
人
米
二
升
　

●

障
子
作
畫
師
一
口
帳
内
一
口
米
□
□
（
半
升
ｶ
）

（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、193

・19

・3
011

T
J11

、『
城
』
二
十
三
）

○
　
●

仏
造
帳
内
一
人
米
一
升
廝
一
人
米
二
　
　
　
　
　
о
　

●

升
受
仕
丁
粳
麻
呂
八
月
十
日
〈
□
万
呂
／
書
吏
〉
о
　

（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、215

・28

・4
6011

T
H
11

、『
城
』
二
十
三
）

○
　
●

〈
須
保
弖
一
人

沓
縫
二
人

□
（

ｶ
）
縫
二
人

縫
一
人

●

右
□
□
□
（
十
二
口
ｶ
）

二
』、
一
九
四
〇
、
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
溝
、321

・
（18

）
・3

6081
T
C
11

）

某
所
（
西
宮
物
・
・
・
所
、
あ
る
い
は
、
御
鞍
具
作
司
な
ど
）
に
所
属
す
る
工
人
た

ち
の
食
料
支
給
の
伝
票
木
簡
と
さ
れ
る
。

○
　

菩
提
一
人

削
屑
、6091

T
C
11

、『
城
』
二
十
八
）

仏
道
の
指
導
者
、
ま
た
は
、
僧
侶
・
尼
僧
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
僧
・
尼
に
は
、

（『
木
簡

（『
木
簡
二
』、
二
四
八
七
、
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
溝
、
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「
口
」
・
「
坐
」
も
用
い
ら
れ
る
。

○
　
●

松
原
草
除
充
夫
十
七
人

領
中
衞
一
人

七
七
、
Ｓ
Ｋ
八
二
〇
土
壙
、327

・44

・4
6011

）

松
原
は
、
曲
水
・
騎
射
の
宴
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
松
林
、
松
林
宮
、
松
林
苑
の
類
で
、

そ
の
松
原
の
草
除
に
夫
十
七
人
を
充
て
、
中
衛
一
人
が
そ
の
統
領
に
当
た
る
こ
と
を
記

し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

○
　

燒
炭
一
人

將
監
紀
朝
臣
曹
司
一
人

6A
A
I

、（206

）
・
（11
）
・9

6081

､
杉
・
板
目
）

「
將
監
紀
朝
臣
」
は
、
近
衛
将
監
紀
朝
臣
船
守
で
あ
ろ
う
、
彼
は
、
神
護
景
雲
三
年

（
七
六
九
）
三
月
以
降
、
宝
亀
六
年
（
七
七
五
）
九
月
ま
で
将
監
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
、

と
さ
れ
る
（「
解
説
」、
一
八
三
頁
）。

○
　
●

о
移
　
務
所
　
立
薦
三
牧
〈
旦
風
悔
過
布
施
文
／
右
二
種
今
急
進
〉

●

о
〈
大
炊
司
女
一
人
依
齊
會
而
召
　
二
月
廿
日
／
遣
仕
丁
刑
部
諸
男
　
　
　
　
　

家
令
〉

『
城
』
二
十
一
・
二
十
五
）

○
　
●

移
　
山
背
御
薗
造
雇
人
　
人
食
米
八
斗
塩
四
升
可
給
〈
軽
部
朝
臣
三
狩
充
／
奴
　

布
伎
〉
о
　

●

〈
山
背
使
婢
飯
女
子
米
万
呂
食
米
一
斗
五
升
／
充
〉
和
銅
五
年
七
月
廿
日
大
書
　

吏
／
扶
о
　
（
長
屋
王
家
木
簡
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、427

・38

・4
011

T
C
11

、

『
城
』
二
十
一
）

大
型
の
定
型
文
書
木
簡
で
、
長
屋
王
家
の
「
山
背
御
薗
」
で
働
く
雇
人
な
ど
の
食
料

の
支
給
を
依
頼
す
る
、「
大
書
吏
」（
高
市
皇
子
の
家
政
機
関
）
か
ら
の
移
と
さ
れ
る

（『
木
簡
二
』、「
解
説
」、
三
八
頁
）。「
山
背
御
薗
」
は
、
長
屋
王
の
所
領
（
菜
園
）
の
一

つ
で
、
今
の
大
阪
府
南
河
内
郡
河
南
町
山
城
に
位
置
し
た
と
い
う

!

。

第
三
例
な
ど
、「
口
」
と
の
用
法
差
が
明
瞭
に
見
て
と
れ
な
い
が
、
他
に
も
同
様
の
例

が
あ
る
。
一
例
と
し
て
次
の
二
例
を
挙
げ
る
。

○
　
●

土
師
女
三
人
奈
閉
作
一
人
米
八
升
受
曾
　
о

●

女
八
月
廿
九
日
　
石
角
　
書
吏
　
　
　
　
о

（
長
屋
王
家
木
簡
、242

・28

・2
011

T
B
11

、『
城
』
二
十
一
）

○
　
●

о
土
師
女
三
口

雇
人
二
人
米
一
斗
受
□
逆

●

о
　
七
月
廿
七
日
三
事
／
甥
万
呂
　
　

（
長
屋
王
家
木
簡
、233

・28

・2
011

T
C
11

、『
城
』
二
十
一
）

ま
た
、
米
飯
支
給
の
伝
票
木
簡
で
、
米
の
支
給
対
象
者
の
口
数
（
内
訳
）
を
書
く
部

分
に
「
口
」、
こ
れ
を
文
章
に
総
括
す
る
部
分
に
「
人
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

○
　
●

宿
直
資
人
　
合
二
口
〈
□
□
□
／
春
日
佐
美
〉

●

右
二
人
宿
西
瓦
蓋
坊
／
四
月
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、227

・
（25

）
・3

081
U
O
27

、『
城
』
二
十
二
）

○
　
●

鏤
盤
所
〈
長
一
口
米
二
升
　
銅
造
一
口
二
升
半
／
帳
内
□
（
一
）
口
一
升
　
雇

人
二
口
四
升
〉
右
五
人
米
九
升
半
受
龍
万
呂
о

●

十
二
月
廿
六
日
〈
可
加
流
稻
虫
／
「
稻
栗
」〉
о

（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、415

・26

・8
6011

T
C
11

、『
城
』
二
十
一
）

○
　
●

鋳
物
師
二
口
飯
八
升
帳
内
一
口
二
升
雇
人
一
口
四
升
　
о

●

右
四
人
一
斗
四
升
受
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

о

（
長
屋
王
家
木
簡
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、290

・29

・4
011

T
D
11

、『
城
』
二
十
一
）

○
　
●

о
秩
師
二
口
帳
内
一
口
雇
人
一
口
右
四
人
米
七
升
　
о

●

о
受
宇
万
呂
　
八
月
十
四
日
石
角
　
書
吏
　
　
　
　
о

天
平
十
八
年
十
月
十
七
日
　
　
　
（『
平
城
宮
木
簡
一
』、

（『
平
城
宮
木
簡
三
』、
三
五
二
六
、
Ｓ
Ｄ
三
四
一
〇
・
Ｓ
Ｄ
一
二
五
〇
溝
、

（
長
屋
王
家
木
簡
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、369
・33
・4

011
T
F
11

、

（
二
条
大
路
南
側
路
肩
の
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（
長
屋
王
家
木
簡
、185

・25

・3
011

T
H
11

、『
城
』
二
十
七
）

な
お
、
右
に
見
え
る
「
帳
内
」
は
親
王
・
内
親
王
に
、「
資
人
」
は
諸
王
・
諸
臣
に
あ

て
が
わ
れ
る
「
と
ね
り
」
で
あ
る

"

。

助
数
詞
「
人
」
の
用
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
多
く
は
省
略
す
る
。

﹇
参
　
考
﹈

○
　
●

南
　
請
葛
城
明
日
沙
弥
一
人

●

「
天
天
天
天
天
天
天
天
□
天
天
」

（
飛
鳥
藤
原
第
八
四
次
、
方
形
池
外
側
の
土
坑
群
、252

・25

・3
065

N
P
34

）

『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
十
三
）』
に
よ
る
。
飛
鳥
池
遺
跡
（
５

Ｂ
Ａ
Ｓ
、
北
地
区
）
か
ら
出
土
。
表
は
、「
南
」
が
葛
城
寺
の
沙
弥
を
請
う
た
文
書
、
裏

は
習
書
で
あ
る
。
吉
川
真
司
氏
は
、
こ
の
木
簡
の
形
が
有
柄
ナ
イ
フ
（
短
刀
）
状
を
し

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
北
地
区
で
不
要
と
な
っ
た
文
書
木
簡
を
整
形
し
、
裏
を
削

っ
て
刃
物
（
鉄
製
品
）
の
様
た
め
し

に
仕
立
て
、
習
書
に
用
い
、
後
、
廃
棄
し
た
も
の
と
さ
れ

る
#

。「
舎
弥
」
や
「
尼
」
に
は
「
坐
」
や
「
口
」
も
用
い
ら
れ
る
。

○
　
（
内
圏
）
銘
　
下
道
圀
勝
弟
圀
依
朝
臣
右
二
人
母
夫
人
之
骨
蔵
器
故
知
後
人
明
不
　
　

可
移
破
　

（
外
圏
）
以
和
銅
元
年
歳
次
戊
申
十
一
月
廿
七
日
己
酉
成

（
岡
山
県
圀
勝
寺
蔵
下
道
圀
勝
・
圀
依
母
夫
人
骨
蔵
器
銘
文
）

和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
の
銘
文
で
、
下
道
圀
勝
は
、
吉
備
真
備
の
父
で
あ
る
。「
圀
」

字
は
、
則
天
文
字
の
一
つ
で
、
証
聖
元
年
（
六
九
四
）
の
制
定
に
な
る
。

○
　
請
夫
二
人

工
息
人
　
／
　
　
右
以
明
日
可
給
遣
〈
九
月
五
日
松
□
（
足
ｶ
）〉

（『
長
岡
京
木
簡
一
』、
七
、
左
京
第
一
三
次
調
査
、
溝
Ｓ
Ｄ
一
三
〇
一
―
Ｂ
層
、

212

・35

・1
011

230

、
檜
・
板
目
）

長
岡
京
造
営
関
係
の
木
簡
と
さ
れ
る
。

○
　
●

嶋
院
≡
物
守
斐
太
一
人
飯
參
升

●

〈
□
□
／
□
□
□
〉

十
月
廿
三
日
領
　

（『
長
岡
京
木
簡
二
』、
五
三
七
、

溝
Ｓ
Ｄ
八
〇
一
八
〇
一
、
６
区
３
層
、

（198

）
・32

・5
1008

（019

）
、
檜
・
板
目
）

「
≡
」
は
、
一
ミ
リ
間
隔
の
細
い
三
本
の
線
刻
で
あ
る
。「
解
説
」
に
、「
物
守
」
は
、

倉
入
り
前
や
野
積
み
の
物
資
な
ど
の
番
に
当
た
っ
た
者
か
、「
斐
太
」
は
、
飛
騨
匠
の
こ

と
と
さ
れ
、「
嶋
院
」
の
推
定
地
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

＊

!

「
養
老
令
」
の
、「
考
課
令
69
」
・
「
軍
防
令
48
・
49
・
50
」
・
「
選

叙
令
14
・
16
・
17
・
19
」
・
「
雑
令
24
・
26
」
な
ど
に
「
帳
内
」
・
「
資

人
」
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
ま
た
、
左
記
な
ど
参
照
さ
れ
る
。

『
日
本
思
想
大
系
　
律
令
』、「
補
注
」、
六
二
七
頁
。

森
公
章
著
『
長
屋
王
家
木
簡
の
基
礎
的
研
究
』、
二
〇
〇
〇
年
五
月
、

吉
川
弘
文
館
、
八
二
頁
。

"

寺
崎
保
広
著
『
長
屋
王
』、
一
九
九
九
年
二
月
、
吉
川
弘
文
館
、
七
七

頁
。

#
吉
川
真
司
「
飛
鳥
池
木
簡
の
再
検
討
」、『
木
簡
研
究
』、
第
二
十
三
号
、
二
〇

〇
一
年
十
一
月
。

（
５
）

代
　→

　
尻

「
代
」
は
、
古
代
に
お
け
る
稲
一
束
を
収
穫
し
得
る
地
積
の
単
位
の
一
つ
で
あ
る
。

も
と
も
と
そ
の
面
積
は
、
地
味
そ
の
他
の
条
件
で
必
ず
し
も
一
定
し
な
か
っ
た
が
、
後
、

大
陸
か
ら
の
度
量
衡
の
輸
入
が
関
係
し
、
高
麗
尺
方
六
尺
一
歩
の
五
歩
、
即
ち
、
二
百

五
十
歩
一
段
制
の
五
歩
に
相
当
す
る
地
を
指
す
こ
と
と
な
っ
た
と
さ
れ
る

!

。

､
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﹇
参
　
考
﹈

○
　

□
川
…
千
代
　
川
内
志
貴
千
代

山
代
久
勢
千
代

（
藤
原
宮
東
面
大
垣
地
区
（
第
29
次
調
査
）、
外
濠
Ｓ
Ｄ
一
七
〇
、Q

T
29
011

）

『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
六
）

藤
原
宮
出
土
木
簡
（
五
）』

（
九
頁
）
に
よ
る
。「
畿
内
の
国
郡
名
と
代
制
の
田
積
を
記
し
た
」
も
の
と
さ
れ
る
（『
奈

良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
一
九
八
一
』、
三
七
頁
）。

○
　

×
之
□
納
三
□
（
須
ｶ
）
田
二
百
代
既
不

□
佰
地
三
味
田
三
百
代
之
内
得
二
百
五
十
代

□
必
又
□
□
（
張
ｶ
）
田
二
百
代
之
内
得

（
徳
島
・
観
音
寺
遺
跡
、（205

）
・75
・8

081

、『
木
簡
研
究
』、
第
二
十
号
）

七
世
紀
後
半
、
代
制
下
の
木
簡
で
あ
る
。
上
端
部
は
刀
子
で
切
り
目
を
入
れ
て
折
り

取
り
、
ま
た
、
ほ
ぼ
中
央
で
人
為
的
に
刀
子
で
縦
に
割
っ
て
い
る
。
小
字
名
が
付
さ
れ

た
各
水
田
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
田
積
と
耕
作
が
可
能
で
あ
っ
た
田
積
を
、
四
行
に

わ
た
っ
て
書
き
上
げ
た
記
録
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
藤
川
智
之
、
他
）。

○
　

□
マ
二
百
代

Ｓ
Ｄ
〇
〇
五
、（62

）
・
（13

）
・3

081

、『
木
簡
研
究
』、
第
二
十
号
）

七
世
紀
末
〜
九
世
紀
の
遺
構
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
あ
る
（
平
石
充
）。

＊
!
亀
田
隆
之
執
筆
「
代
」、『
国
史
大
辞
典
７
』、
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
、
吉
川

弘
文
館
。

（
６
）

俵

米
、
ま
た
、
小
麦
、
粟
、
柑
、
炭
な
ど
は
「
俵
」
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に

「
俵
」
が
用
い
ら
れ
る
。

米
の
「
一
俵
」
に
は
、
六
斗
納
と
五
斗
納
と
の
二
様
が
あ
る
。
明
石
一
紀
氏
に
よ
れ

ば
、
藤
原
宮
・
平
城
京
出
土
の
貢
進
付
札
を
検
討
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
米
六
斗
＝
一

俵
、
四
俵
一
駄
の
規
定
は
、
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
四
月
か
ら
、
米
五
斗
＝
一
俵
、
三

俵
一
駄
と
改
め
ら
れ
た
、
こ
の
新
制
は
、
某
里
戸
主
姓
名
の
書
式
導
入
と
も
関
連
し
て

お
り
、
ま
た
、
麦
・
大
豆
な
ど
穀
物
一
般
に
も
適
用
さ
れ
た
が
、
庸
米
の
場
合
は
、
郷

里
制
施
行
後
で
も
、
そ
れ
ま
で
の
六
斗
＝
一
俵
で
納
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る

!

。

庸
米
と
は
、
歳
役
（
正
丁
十
日
）
の
代
わ
り
に
納
め
る
米
で
、
衛
士
・
仕
丁
・
采
女
・

女
丁
な
ど
の
粮
食
に
充
て
ら
れ
た
。

○
　
●

丹
波
國
多
紀
郡
眞
繼
里

●

〈
多
紀
臣
大
足
三
斗
／
次
金
村
三
斗
〉
并
一
俵
和
銅
五
年
　
（
東
院
西
南
官
衙
　

斜
行
溝
Ｓ
Ｄ
八
六
〇
〇
、189

・31

・5
031

T
Q
43

上
層
、『
城
』
十
二
）

二
人
で
三
斗
ず
つ
、
合
わ
せ
て
庸
米
六
斗
＝
一
俵
を
納
め
る
。「
和
銅
五
年
（
七
一
二
）」

の
年
記
が
あ
る
。
次
も
古
い
。

○
　
●

淡
路
國
津
名
郡
賀
茂
里
人

●

夫
〈
中
臣
足
嶋
庸
米
三
斗
／
同
姓
山
□
（
マ
）

庸
米
三
斗
〉
并
六
斗

（
平
城
宮
跡
左
京
一
条
三
坊
十
五
・
十
六
坪
、
Ｓ
Ｄ
四
八
五
、275

・34

・8
032

、

『
木
簡
研
究
』、
第
十
六
号
）

和
銅
六
年
、
霊
亀
三
年
（
七
一
七
）、
養
老
七
年
（
七
二
三
）
の
年
紀
の
見
え
る
木
簡

も
伴
出
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
貢
進
者
の
記
載
形
式
が
「
某
里
人
某
」
と
あ
る
の
は
藤

原
宮
木
簡
に
見
え
る
古
い
要
素
で
、
和
銅
年
間
を
境
に
「
某
里
人
某
」
の
形
式
に
変
わ

る
と
さ
れ
る
（『
藤
原
宮
木
簡
一
』、「
解
説
」、
三
五
〜
四
三
頁
）。

○
　
●

備
中
國
手
田
郡
大
飯
郷
新
□
里
庸
米

●

四
斗
五
升
田
中
里
一
斗
五
升
右
二
村
一
俵

二

二

二

二

二

二

（
出
雲
国
庁
跡
（
第
一
一
号
）、
東
西
溝
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（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
一
一
六
四
〇
、219

23
6
033

D
H
67

、『
城
』
十
八
）

○

●

播
磨
國
佐
用
郡
佐
用
郷
江
川
里
□
　
　
　

●

播
磨
直
知
得
三
斗
右
六
斗
一
俵

６
Ａ
Ｃ
Ｃ
区
、
木
屑
・
炭
層
、（235

）・30

・6
039

D
N
28

、『
城
』
十
九
）

『
城
』
十
九
で
は
、「
阿
波
國
阿
波
郡
□
美
郷
建
部
亂
庸
米
六
斗
」（242

・26

・8

032
D
N
28

）
と
見
え
る
木
簡
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。「
亂
」
と
は
、
荷
造
り
形
態
に
関

す
る
表
現
で
あ
ろ
う
か
、
し
か
し
、
同
様
、「
一
俵
」
相
当
の
単
位
で
あ
ろ
う
。
但
し
、

「
讚
岐
國
香
川
郡
細
郷
生
壬
得
万
白
米
五
斗
」（185

・23

・5
031

D
M
27

）、「
香
川

郡
仲
津
間
□
秦
□
（
福
ｶ
）
万
呂
白
米
五
斗
」（149

・
（15

）
・4
051

D
M
28

）
と
書

い
た
木
簡
も
見
え
る
。
こ
れ
は
白
米
五
斗
＝
一
俵
の
例
と
な
ろ
う
（
後
述
）。

○
　
●

尾
張
國
愛
知
郡
油
口
里
庸
米
六
斗

●

「〈
出
雲
□
俵
三
斗
／
出
雲
足
人
三
斗
〉

□
」

（
長
屋
王
家
木
簡
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、（95

）・21
・2

039
T
G
11

、『
城
』
二
十
一
）

「

」
内
の
文
字
は
、
天
地
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。

○
　
●

備
前
國
上
道
郡
安
度
郷
立
原
里
〈
大
ア
□
□
足
三
斗
／
同
得
□
三
斗
〉
并
六
斗
　

（
二
条
大
路
北
側
溝
Ｓ
Ｄ
一
二
五
〇
、C

P
16
051

、『
城
』
十
四
）

○
　
●

備
前
國
上
道
郡
□
（
播
ｶ
）
多
郷
拜
師
里

●

〈
戸
高
矢
部
□
／
男
足
嶋
　
庸
米
〉
二
人
并
六
斗
〈
天
平
九
年
／
十
二
月
十
三
　

日
〉（

二
条
大
路
木
簡
、（198

）
・42

・4
033

U
O
35

、『
城
』
二
十
二
）

○
　
●

備
前
國
上
道
郡
沙
石
郷
御
立
里

●

若
倭
部
五
百
足
同
若
倭
部
百
足
合
二
（
人
脱
ｶ
）
一
俵
／
五
戸
秦
部
得
丸

（
同
右
、（217

）
・29

・5
033

U
O
35

、
同
右
）

○
　
●

沙
石
郷
御
立
里
若
倭
部
五
百
足

●

同
若
倭
部
百
足
合
二
人
一
俵
　

（
同
右
、110

・26

・3
011

U
O
38

、
同
右
）

右
二
例
に
は
同
姓
同
人
が
見
え
る
。
同
郷
戸
の
同
族
で
一
俵
を
合
成
し
、
貢
納
し
た

の
で
あ
ろ
う
。『
令
集
解
』
の
「
賦
役
令
」
の
条
に
よ
れ
ば
、
調
庸
の
生
産
は
、
郡
を
単

位
に
行
わ
れ
、
合
成
さ
れ
も
し
た
よ
う
で
あ
る
（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』、
三
八
六

頁
）。

○
　
●

備
前
國
上
道
郡
沙
石
郷
御
立
□

●

戸
主
〈
秦
勝
千
足
庸
米
三
斗
／
健
部
臣
結
三
斗
〉
并
六

（
同
右
、（185

）
・25

・4
039

U
O
36

、
同
右
）

右
の
五
例
に
は
、「
一
俵
」
と
書
い
て
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
や
は
り
、
二
人
で
庸
米

六
斗
＝
一
俵
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

○
　
●

伊
勢
國
飯
高
郡
□
枚
郷
〈
戸
主
夏
身
阿
佐
麻
呂
戸
口
敢
石
部
／
酒
麻
呂
三
斗
戸
　

主
民
忌
寸
大
伴
〉

●

戸
口
祭
福
飯
得
三
斗
／
右
二
人
相
一
俵

（
二
条
大
路
木
簡
、

東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、208

・19

・7
033

JD
29

、『
城
』
二
十
四
）

○
　
●

近
江
國
伊
香
郡
餘
領
郷
戸
主
粟
田
臣
船
麻
呂
戸
粟
田
臣
牛
麻
呂
庸
米

●

一
俵

天
平
廿
年
九
月
廿
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　

溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
、216

・28

・3
051

E
M
81

、『
城
』
三
十
四
）

こ
れ
も
同
姓
の
二
人
で
一
俵
を
合
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
場
所
か
ら
は
次
の
木

簡
も
出
て
い
る
。
同
様
で
あ
ろ
う
。

○
　
●

□
（
三
ｶ
）
野
國
本
　
郡
栗
栖
田
郷
刑
部
石
寸

●

庸
米
六
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
、178

・23

・3
033

E
M
76

、『
城
』
三
十
四
）

○
　
●

美
濃
國
山
縣
郡
〈
出
石
郷
／
丸
部
□
万
呂
三
斗
〉

（
第
一
七
七
次
調
査
、

（
二
条
条
間
路
北
側

（
二
条
条
間
路
北
側
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●

守
部
阿
止
見
三
斗
　
右
六
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

溝
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
、197

・30

・5
033

E
M
74

、『
城
』
三
十
四
）

○
　
●

青
海
郷
□
（
澁
ｶ
）
川
里
□
□
（
戸
主
ｶ
）
□
□
（
作
ｶ
）
連
豐

●

六
斗
神
□
（
龜
ｶ
）

（
同
、
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
、（128

）
・23

・4
019

E
L
83

、『
城
』
三
十
四
）

○
　

丹
波
國
何
鹿
郡
文
井
郷
槻
本
里
〈
□
□
部
加
乎
／
□
□
波
□
米
〉
二
人
六
斗

（
同
、
Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
、245

・25

・5
031
E
M
77+
E
M
76

、『
城
』
三
十
四
）

次
の
「
俵
」
字
は
助
数
詞
で
は
な
く
、
名
詞
で
あ
る
が
、
や
は
り
、「
一
俵
」（
六
斗
）

に
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

○
　
●

□
□
（
坂
田
）

郡
下
入
里
文
首
魚
万
呂
戸
俵
六
斗
　
　
　
　
　

南
北
溝
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、（117
）
・13

・3
059

T
B
11

、『
城
』
二
十
三
）

○
　

〈
白
髪
部
大
麻
呂
／
白
□
（
髪
ｶ
）
部
　
　
　
　
〉
庸
米
六
斗
俵
　
（
二
条
条
間
　

路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
一
〇
〇
、165

・26

・4
011

E
H
76

、『
城
』
三
十
四
）

○
　
●

美
濃
國
安
八
郡
大
田
郷

●

大
□
（
田
ｶ
）
君
□
（
酒
ｶ
）

米
六
斗
俵
　
　
　

路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
七
一
一
五
、232

・18

・7
033

E
G
55

、『
城
』
三
十
四
）

舂
米
、
即
ち
、
白
米
五
斗
＝
一
俵
の
例
は
左
記
で
あ
る
。

○
　
●

赤
穂
郡
大
原
郷
〈
秦
造
吉
備
人
丁
二
斗
／
秦
造
小
奈
戸
丁
三
斗
〉

●

□
（
并
ｶ
）
庸
一
俵

西
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
七
八
〇
、192

・24

・5
031

H
B
57

、『
城
』
十
一
）

こ
れ
も
同
姓
の
二
人
で
一
俵
を
合
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
平
末
年
頃
の
木
簡
と
さ

れ
る
。

○
　
●

丹
波
國
氷
上
郡
石
□
（
負
ｶ
）
里
笠
取
□
（
直
ｶ
）
子
万
呂
一
俵
納

●

白
米
五
斗
　
〈
和
銅
□
年
四
月
廿
三
日
〉

（
第
91
次
調
査
、
６
Ａ
Ｂ
Ｅ
区
、G

P
42
032

、『
城
』
十
）

○
　
●

丹
波
□
（
國
ｶ
）
□
□
□
□
□
（
負
ｶ
）
里
□
（
干
ｶ
）
□
□
（
部
ｶ
）
□
牟
一
俵

●

納
白
米
五
斗
　
〈
和
銅
三
年
四
月
廿
三
日
〉

（
第
91
次
調
査
、
６
Ａ
Ｂ
Ｅ
区
、G

P
42
033

、『
城
』
十
）

○
　
●

淡
路
國
津
名
郡
安
乎
郷
人
夫
〈
戸
主
礒
秦
僧
一
斗
五
升
同
／
廣
山
三
斗
戸
主
私
　

マ
角
五
升
〉

●

合
一
俵

天
平
廿
年
九
月
　
　

（
二
条
大
路
北
側
溝
Ａ
区
、172

・32

・4
033

、『
木
簡
研
究
』、
第
五
号
）

こ
れ
ら
の
場
合
は
、
一
俵
＝
五
斗
納
で
あ
り
、「
安
拜
郡
服
織
郷
俵
」（『
平
城
宮
木
簡

二
』、
Ｓ
Ｄ
三
〇
三
五
溝
、6A

A
C
-V

）
の
類
も
米
五
斗
の
意
と
さ
れ
る
。「
・
丹
波
國

氷
上
（
略
）
／
・
俵
納
白
米
五
斗
〈
和
銅
三
年
　
　
」（
第
91
次
調
査
、
６
Ａ
Ｂ
Ｅ
区
、

G
P
42

039

、『
城
』
十
）、「
・
播
磨
國
宍
粟
郡
／
・
柏
野
郷
山
ア
人
足
米
五
斗
」（
Ｓ

Ｄ
五
七
八
〇
、H

B
56

033

、『
城
』
十
一
）、「
河
村
郡
河
村
郷
白
米
五
斗
」（
Ｓ
Ｇ
五

八
〇
〇
、K

S70
081

、
同
）、「
備
後
國
世
羅
郡
白
米
五
斗
／
天
平
八
年
」（
二
条
大
路

木
簡
、
Ｓ
Ｄ
五
一
〇
〇
、111

・26

・4
031

U
O
42

、『
城
』
二
十
二
）
な
ど
の
類
も

同
様
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
こ
の
用
例
は
、
和
銅
三
年
（
四
月
）
に
は
見
え
て
お
り
、
こ

の
点
、
明
石
氏
の
説
を
遡
る
。
な
お
、
五
斗
と
見
え
る
例
に
も
庸
米
の
場
合
が
あ
る
。

「
赤
米
」
に
つ
い
て
も
、「
赤
米
六
斗
／
七
月
十
一
日
」（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝

Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、（96

）
・19

・2
032

JF
10

、『
城
』
二
十
九
）、「
大
辟
里
赤
米
五
斗
」

（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
〇
三
五
、（170

）
・17

・6
039

P
J14

、『
城
』
二
十
九
）
と
あ
る

か
ら
、
六
斗
、
あ
る
い
は
、
五
斗
で
一
俵
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
次
の
「
黒
米
」

も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
玄
米
を
い
う
。

○
　

阿
波
國
長
郡
坂
野
里
黒
米
五
斗
　

（『
木
簡
二
』、
二
一
八
九
、
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
溝
、178

・
（20

）
・3

6032
T
C
11

）

（
二
条
条
間
路
北
側

（
長
屋
王
家
木
簡
、

（
東
二
坊
坊
間
東
小

（
東
二
坊
坊
間
大
路
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単
に
、「（
米
）
一
俵
」
と
だ
け
見
え
る
例
も
多
い
。

○
　
●

備
前
國
三
野
郡
津
嶋
マ
里

●

□
（
庸
ｶ
）
津
嶋
マ
木
上
一
俵

（
宮
城
南
面
西
門
、
Ｓ
Ｄ
一
二
五
〇
、

187

・32
・5

033

、『
木
簡
研
究
』、
第
四
号
）

○
　

米
一
俵

（
Ｓ
Ｄ
五
七
八
〇
、H

B
56
039

、『
城
』
十
一
）

○
　
●

周
敷
郡
□
□
郷
戸
主
丹
比
連
道
万
呂
戸
　

●

白
米
一
俵

（『
平
城
宮
木
簡
二
』、
二
七
四
二
、

Ｓ
Ｄ
三
一
五
四
溝
、6A

A
E

・6A
A
F
163

・21

・6
6033

）

「
周
敷
郡
」
は
、
伊
予
国
の
そ
れ
。

○
　

安
曇
郷
戸
主
伊
香
連
□
（
卯
ｶ
）
人
戸
白
米
一
俵

（『
平
城
宮
木
簡
三
』、
三
五
五
九
、
Ｓ
Ｄ
三
四
一
〇
・
Ｓ
Ｄ
一
二
五
〇
溝
、

6A
A
I

、203

・16

・4
6051

、
檜
・
板
目
）

「
解
説
」
に
、「
安
曇
郷
」
は
近
江
国
伊
香
郡
の
そ
れ
か
と
い
い
、「
伊
香
連
」
は
同

郡
を
本
貫
と
す
る
と
あ
る
（
一
九
四
頁
）。

○
　
●

近
江
國
伊
香
郡
□
□
　
　

●

庸
米
一
俵

（
東
大
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、（91

）
・11

・6
039

E
B
27

、『
城
』
十
九
）

○
　
●

□
白
米
一
俵

●

九
歳
二
月
十
二
日
　
　
　
　

（
東
大
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、（99

）
・27

・3
039

E
R
27

、『
城
』
十
九
）

○
　

米
七
俵

（
東
一
坊
大
路
西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
九
五
一
、

（111

）
・17

・5
039

D
H
13

、『
城
』
三
十
四
）

○
　
●

□
國
積
　
郡

●

野
里
糯
一
俵

（
斜
行
溝
Ｓ
Ｄ
八
六
〇
〇
、SF

41

、
上
層
、059

、『
城
』
十
二
）

「
糯
」
は
、
も
ち
ご
め
。「
積
　
郡
　
　
　
野
里
」
は
播
磨
国
宍
粟
郡
柏
野
里
の
こ
と

で
、
奈
良
時
代
初
期
（
和
銅
年
間
の
頃
）
に
は
宍
粟
し
さ
は

郡
は
「
積
　
郡
」
と
記
さ
れ
る
場

合
が
あ
っ
た
と
い
う

"

。
こ
れ
は
、
後
の
﹇
参
考
﹈
に
は
「
宍
禾
郡
」
と
も
見
え
、『
播

磨
国
風
土
記
』
に
は
「
宍
禾
郡
」
と
も
「
積
　
郡
」
と
も
見
え
る
。

○
　
　

□
□
秦
田
万
呂
　
糯
米
一
俵

二
一
九
六
、
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
溝
、6A

A
C
-H

、（145

）
・23

・3
6059

）

「
糯
米
」
に
「
裹
」
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
穀
類
を
俵
に
詰
め
る
場
合
、
こ
れ
は

「
つ
め
る
」
の
で
は
な
く
「
つ
つ
む
」
と
い
う
行
為
に
相
当
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
越
前

国
正
税
帳
」
で
は
、
糒
（
干
し
い
い
）
が
裹
の
形
で
保
存
さ
れ
て
お
り
（『
大
日
本
古
文

書
』、
第
一
巻
、
四
二
九
頁
）、『
長
岡
京
木
簡
二
』
八
八
九
に
も
「
伊
与
國
和
氣
郡
　
原

郷
矢
田
マ
　
福
王
　
白
米
五
斗
」（
溝
Ｓ
Ｄ
五
二
〇
二
、173

・20

・3
2004

（051

）
、

杉
・
柾
目
）
と
見
え
る
。「
●

糒
五
斗
天
平
五
年
七
月
十
四
日
×
／
●

郷
長
丸
子
□
□

（
略
）」（
鎌
倉
郡
衙
木
簡
）
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
も
五
斗
＝
一
俵
の
も
の
が
あ
っ
た
と
知

ら
れ
る

#

。

○
　
●

播
磨
國
賀
茂
郡
下
賀
□
□

●

民
直
豐
國
庸
米
一
俵

（
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
二
三
五
〇
、221

・21

・6
033

JM
27

、『
城
』
十
九
）

○
　

讚
岐
國
三
野
郡
勝
間
郷
平
　
　
　
枚
夫
庸
一
俵

西
側
溝
Ｓ
Ｄ
四
六
九
九
、203

・14

・2
051

SN
08

、『
城
』
二
十
三
）

○
　
●

賀
茂
郡
川
合
郷
坂
本
里

●

佐
伯
部
豐
嶋
白
米
一
俵

（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝
　
　

Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、（155

）
・27

・4
039

JD
24

、『
城
』
二
十
四
）

○
　
●

近
江
國
蒲
生
□
（
郡
）

周
惠
郷
春
日
部

、

（『
平
城
宮
木
簡
二
』、

（
東
二
坊
坊
間
路
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●

君
麻
呂
庸
米
一
俵
　

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、（146

）
・19

・4
051

JD
24

、『
城
』
二
十
四
）

○
　
●

蒲
生
□
（
郡
ｶ
）
薩
□
郷
民
使
弓
□

●

一
俵
□
　
□
　
　

（
井
戸
Ｓ
Ｅ
一
八
〇
、146

・18

・3
033

T
G
26

、『
城
』
二
十
）

表
面
は
、『
木
簡
一
』
で
は
「
蒲
生
□
（
郡
）

薩
□
□
□
（
々
貴
山
ｶ
）
郷
民
使
弓
□
」
と

あ
る
（
七
一
、
Ｓ
Ｅ
四
七
七
〇
井
戸
）。

次
の
三
例
は
、
運
送
に
関
す
る
も
の
で
、「
東
人
＋
列
」、「
大
足
＋
列
」
は
、
長
の
名

を
冠
し
た
集
団
名
ら
し
い
。
こ
の
団
体
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
米
で
あ
ろ
う
（「
列
・
烈
」

の
条
参
照
）。

○
　
●

東
人
列
米
運
少
白
列
五
俵
／
十
上
　
付
伊
福
部
身
万
呂

●

□
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、164

・31

・3
051

JF
09

、『
城
』
二
十
四
）

○
　
●

東
人
列
米
運
大
田
五
俵
／
付
雀
部
男
□

●

七
月
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、（152

）
・
（18

）
・3

081
JF
10

、『
城
』
二
十
九
）

○
　
●

大
足
列
米
運
人
万
呂
五
俵

●

七
月
一
日
付
古
久
須
美
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、167

・23

・6
033

JF
11

、『
城
』
二
十
四
）

と
こ
ろ
で
、
長
屋
王
家
木
簡
関
係
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
一
石
俵
」、「
俵
一
石
」
の

表
記
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
米
二
俵
（
一
石
）
に
荷
札
（
木
簡
）
一
枚
を
付
し
た
も
の

で
、
国
庫
を
経
ず
、
封
戸
か
ら
直
接
王
邸
に
送
ら
れ
た
も
の
と
さ
れ
る

$

。

○
　
●

長
屋
皇
□
（
宮
ｶ
）
俵
一
石
舂
人
夫
　

●

羽
咋
直
嶋

（
井
戸
Ｓ
Ｅ
一
八
〇
、175

・25

・6
051

T
G
26

、『
城
』
二
十
）

第
一
八
六
次
調
査
（
６
Ａ
Ｆ
Ｉ
区
）
で
出
土
し
た
養
老
元
年
（
七
一
七
）
頃
の
木
簡

で
、
森
公
章
氏
は
、
こ
れ
を
八
坪
、
井
戸
Ｓ
Ｅ
四
七
七
〇
と
さ
れ
、
不
詳
字
は
「
宮
」

と
翻
字
さ
れ
て
い
る

%

。
ほ
ぼ
同
じ
文
面
か
と
見
ら
れ
る
簡
が
他
に
二
点
あ
る
（182

・

21

・5
6051

T
G
26

、160

・18

・6033
T
G
26

）。
冒
頭
に
「
長
屋
皇
□
（
宮
ｶ
）」

と
い
う
宛
先
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
宅
地
の
主
が
長
屋
王
で
あ
る
と
判
明
し
た

と
さ
れ
る
。
次
も
舂
米
一
石
の
類
例
で
あ
ろ
う
。

○
　

石
原
里
俵
一
石
　
　
　

（
長
屋
王
家
木
簡
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、168

・18

・5
032

T
H
11

、『
城
』
二
十
一
）

○
　

鳥
羽
里
俵
一
斛
　

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、（158

）
・19

・1
033

T
B
11

、『
城
』
二
十
一
）

○
　

住
吉
郡
大
□
里
俵
一
石
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、192

・20

・5
033

T
B
11

、『
城
』
二
十
一
）

○
　
●

守
部
連
安
麻
呂
舂
北
宮

●

俵
一
石
「
上
俵
」

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、155

・27

・12
031

T
F
11

、『
城
』
二
十
一
）

○
　
●

朝
津
里
俵
一
石

●

中
臣
部
千
馬
在
　
　

（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、151

・22

・3
051
T
F
11

、『
城
』
二
十
一
・
二
十
五
）

「
丹
生
郡
朝
津
里
白
米
一
石
」
と
見
え
る
木
簡
も
あ
る
（
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、203

・30

・

5
033

T
G
11

、『
城
』
二
十
五
）。

○
　
●

葦
田
里
俵

●

一
斛
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、112

・21

・5
032

T
F
11

、

『
城
』
二
十
一
・
二
十
五
）

（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝

（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝

（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝
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○
　
●

餘
戸
里
俵
一
石
漢
人
小
禰
　

●

北
宮
□
（
之
ｶ
）
物
七
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、189

・23

・3
033

T
I11

、『
城
』
二
十
三
）

「
北
宮
」
は
、
長
屋
王
妃
吉
備
内
親
王
の
宮
と
さ
れ
る

&

。

○
　

粟
田
□
□
□
（
内
寸
部
ｶ
）
馬
戸
俵
一
石
錢
分
　
　
　
　

Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、（154

）
・21

・5
019

T
G
11

、『
城
』
二
十
七
）

○
　

□
官
手
俵
一
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、92
・15

・2
051

T
J11

、『
城
』
二
十
七
）

○
　

田
村
白
舂
俵
一
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
条
二
坊
発
掘
調
査
報
告
、213
・22

・5
6032

T
J11

）

類
例
は
多
い
の
で
、
こ
の
他
は
省
略
す
る
が
、「
一
石
（
斛
）」
と
見
え
て
「
俵
」
字

を
伴
わ
な
い
例
、「
俵
」
と
見
え
て
「
一
石
」
の
二
字
の
な
い
木
簡
な
ど
も
あ
る
。
こ
う

し
て
、「
一
石
」（
一
石
俵
・
俵
一
石
）
の
駄
送
が
常
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
俵
そ
の
も
の

を
一
石
容
量
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
、
次
の
文
書
木
簡
が
、
そ
の
存

在
を
証
し
て
い
る
と
さ
れ
る

(

。

○
　
●

о
返
報
　
進
上
米
十
二
斛
〈
太
七
／
小
十
〉
合
故
附
草
良

●

о
下
黒
万
呂
　
五
月
廿
一
日
〈「
辰
時
」〉
少
書
吏
　
家
扶

（
長
屋
王
家
木
簡
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
四
、270

・24

・5
011

T
C
11

、『
城
』
二
十
一
）

「
太
」
は
一
斛
俵
、「
小
」
は
五
斗
俵
で
、
都
合
十
二
石
と
な
る
。
よ
っ
て
、
長
屋
王
家

で
は
、
五
斗
俵
だ
け
で
な
く
、
一
斛
俵
の
規
格
も
存
在
し
た
と
知
ら
れ
、
こ
れ
は
、
こ

れ
以
前
か
ら
封
戸
租
を
全
給
さ
れ
て
い
た
長
屋
王
家
な
ど
の
一
部
皇
親
が
、
よ
り
古
く

か
ら
行
っ
て
い
た
独
自
の
輸
送
編
成
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

「
一
俵
」
は
、
ま
た
、
庸
米
「
五
斗
八
升
」
を
単
位
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
次
が

そ
れ
で
、
二
例
目
も
俵
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

○
　

不
知
山
里
俵
五
斗
八
升

（
和
銅
造
営
期
整
地
土
、
６
Ａ
Ｂ
Ｅ
区
、171

・24

・3
051

G
P
42

、『
城
』
十
）

○
　
●

備
前
國
邑
久
郡
香
止
里

●

人
夫
矢
田
マ
末
万
呂
五
斗
八
升
　
　
　
　
　
（
左
京
二
条
条
間
大
路
南
側
溝
、

６
Ａ
Ｌ
Ｇ
－
Ｓ
Ｄ
五
七
八
五
、138

・23
033

C
J60

、『
城
』
六
）

こ
の
数
字
は
、
諸
官
司
の
直
丁
や
駆
使
丁
ら
が
一
月
分
の
粮
米
と
し
て
支
給
さ
れ
る

量
に
関
わ
る
と
さ
れ
る
。
即
ち
、
各
官
司
は
、
一
日
二
升
の
割
合
で
、
大
月
な
ら
ば
六

斗
、
小
月
な
ら
ば
「
五
斗
八
升
」
の
粮
量
を
彼
ら
に
支
給
し
た
、
庸
米
の
俵
は
、
こ
う

し
た
大
粮
支
給
量
に
あ
わ
せ
て
荷
造
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

)

。

○
　
●

備
中
國
手
田
郡
大
飯
郷
新
□
里
庸
米

●

四
年
五
升
田
中
里
一
斗
五
升
右
二
村
一
俵

（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
一
一
六
四
〇
、219

・23

・6
6033

、『
城
』
十
八
）

神
亀
年
間
頃
の
庸
米
の
付
札
と
さ
れ
る
（『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報
』
一
九
八

五
）。
ど
う
い
う
事
情
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
は
二
村
で
庸
米
二
斗
の
一
俵
を
作
っ
た
例
で

あ
る
。

な
お
、
左
は
、
石
数
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
米
俵
を
数
え
た
も
の
で
あ
る
。

○
　

山
□
□
□
□
（
背
國
葛
野
ｶ
）
郡
　
　
　
　
里
俵

（
長
屋
王
家
木
簡
、168

・24

・3
032

T
H
11

、『
城
』
二
十
七
）

○
　
●

俵
　
□
定
米
拾
捌
斛
九
　

●

（
６
Ａ
Ｆ
Ｂ
―
Ｓ
Ｄ
六
五
〇
、D

F
10
081

、『
城
』
七
）

次
は
、
内
容
や
容
量
の
記
入
の
な
い
木
簡
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
米
を
対
象
と
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

○
　
□
一
俵

（
長
屋
王
家
木
簡
、
南
北
溝

（
長
屋
王
家
木
簡
、
南
北
溝

（
長
屋
王
家
木
簡
、
南
北
溝

（
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
・
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（
井
戸
Ｓ
Ｅ
一
八
〇
、（84

）
・21

・2
059

T
G
26

、『
城
』
二
十
）

○
　
●

□
（
播
ｶ
）
磨
國
鴨
郡
修
布
里
□

●

一
俵

（
長
屋
王
家
木
簡
、
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、

（156

）
・19

・2
081

T
D
11,T
Z
11

、『
城
』
二
十
七
）

○
　
●

伊
勢
國
飯
高
郡
下
牧
郷
戸
主
内
飯
得

●

一
俵

（
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、（283

）
・21

・5
033

JD
24

、『
城
』
二
十
九
）

○
　
●

伊
予
國
周
敷
郡
田
乃
郷

●

荒
木
首
眞
鳥
一
俵

（
二
条
大
路
木
簡
、159
・28

・4
051

O
B
16

、『
城
』
三
十
二
）

伴
出
木
簡
か
ら
す
れ
ば
、
白
米
（
精
米
、
舂
米
と
も
）
五
斗
入
り
で
あ
ろ
う
。
八
世

紀
後
半
の
木
簡
で
あ
ろ
う
か
。

○
　
●

越
前
國
坂
井
郡
荒
墓
郷
□
□
□
　
　

●

□
（
俵
ｶ
）

（『
平
城
宮
木
簡
二
』、
二
一
九
〇
、

Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
溝
、6A

A
C
-H

､
（188

）
・25

・6
6051

）

○
　
　
　
　
　
　
嶋
一
俵

（
二
条
条
間
路
北
側
溝
　
　

Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
、（89

）
・29

・5
039

E
M
71

、『
城
』
三
十
四
）

助
数
詞
「
俵
」
は
、
米
以
外
に
、
次
の
よ
う
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

○
　

和
氣
郡
進
小
麥
一
俵

（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、F

B
35
032

、『
城
』
十
六
）

○
　

播
磨
國
宍
粟
郡
三
方
里
大
豆
五
斗
　
　
　
　
　

（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、F

L
27
032

、『
城
』
十
七
）

○
　

神
埼
郡
小
幡
郷
大
豆
一
石
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ
Ｄ
五
三
〇
〇
、176

・22

・3
033

JF
12

、『
城
』
二
十
四
）

○
　

櫻
間
郷
日
下
部
國
万
呂
小
豆
五
斗
「
□
□
」

南
側
溝
Ｓ
Ｄ
一
一
六
〇
〇
、209

・25

・3
032

JB
36

、『
城
』
三
十
二
）

右
は
、
俵
入
り
の
小
麦
、
大
豆
、
小
豆
を
対
象
と
す
る
例
で
あ
る
。
一
俵
＝
五
斗
で

貢
納
・
保
管
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

○
　
●

о
進
上
□
（
柑
）

廿
四
俵
上
　
　
　

о

●

о
　
潤
月
十
五
日
火
三
田
次
　
　
　

о
　

（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、286

・25

・6
011

T
E
11

、『
城
』
二
十
三
）

○
　

粟
二
俵

Ｓ
Ｄ
七
〇
九
〇
Ａ
、（35

）
・
（267

）
・2

081
E
M
87

、『
城
』
三
十
四
）

粟
、
柑
を
対
象
と
す
る
例
で
あ
る
。
量
は
わ
か
ら
な
い
。
後
者
は
、
幅
広
の
木
簡
に

横
書
き
さ
れ
た
も
の
で
、「
□
筥
卅
」、「
食
料
」、「
胡
禄
卅
□
」、「
米
廿
五
」、「
□
（
遣
ｶ
）

二
俵
」
な
ど
の
語
句
も
見
え
る
が
、
省
略
し
た
。

○
　
●

北
宮
交
易
美
嚢
郡
吉
川
里
　

●

□
（
槲
ｶ
）
一
俵

Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、140

・19

・5
032

（
ﾏ
ﾏ
）、『
城
』
二
十
三
）

「
槲
」
は
、「
柏
か
し
は
」
に
同
じ
。『
倭
名
類
聚
抄
』
の
「
木
類
」
に
、「
槲
　
本
草
云
槲

〈
音
斗
斛
之
斛
／
和
名
加
之
波
〉
唐
韻
云
柏
〈
音
帛
和
／
名
上
同
〉
木
名
也
」（
道
円
本
、

巻
二
十
、
三
一
オ
）
と
あ
る
。
そ
の
葉
を
飲
食
物
の
容
器
、
ま
た
、
祭
祀
具
と
し
た
。

○
　
●

о
移
　
務
所
〈
主
殿
寮
之
大
御
物
行
月
料
之
炭
松
八
俵

／
部
宇
治
大
嶋
　

等
受
炭
此
者
□
代
充
　
□
□
□
〉

●

о
〈
云
此
皆
小
子
部
辛
國
等
爲
而
皆
受
而
□
　
　
　
　
　

用
□
（
岡
ｶ
）
公
□
万
呂
　
三
日
　
家
□
（
扶
ｶ
）〉

（
長
屋
王
家
木
簡
、
左
京
三
条
二
坊
八
坪
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
四
七
五
〇
、（275

）
・35

・

4
019

T
H
11

、『
城
』
二
十
七
）

（
二
条
大
路
木
簡
、
東
西
溝

（
二
条
大
路
木
簡
、
宮
内
道
路

（
二
条
条
間
路
北
側
溝

（
長
屋
王
家
木
簡
、
南
北
溝

／
丁
等
爲
令
運
乍
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「
務
所
」（
奈
良
務
所
）
と
は
、
先
に
も
見
え
た
が
、「
長
屋
王
家
令
所
」
の
私
的
な

呼
称
と
さ
れ
る

*

。「
炭
」
は
、
木
炭
、「
松
」
は
、
続
松
つ
い
ま
つ

（
松
明
）
を
意
味
す
る
。

次
は
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
が
、
大
き
な
数
字
で
あ
る
。

○
　
●

十
四
□
卅
五
俵
十
五
□
廿
七
□

●

二
□
（
月
ｶ
）

（
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
三
七
一
五
、B

I47

、
上
層
、019

、『
城
』
十
二
）

○
　
●

今
可
請
百
十
四
俵
一
斗

●

三
百
俵
六
十
一
俵
一
斗
〈
請
二
百
　
七
俵
〉

（
東
大
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
〇
〇
、211

・21

・5
011

E
M
27

、『
城
』
十
九
）

﹇
参
　
考
﹈

○
　
●

小
升
三
升
大
□
（
師
ｶ
）
借
用
〈
又
三
升
／
　
「
□
　
□
　
　
　
　
　
　
　
」〉

●

〈
又
五
月
廿
八
日
飢
　
六
月
七
日
飢
者
下
俵
二
／
者
賜
大
俵
一
〈
道
／
性
〉

受
者
道
性
女
人
賜
一
俵
〉

（
飛
鳥
池
遺
跡
、
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
〇
五
、（190

）
・29
・3

019
N
K
35

、『
飛

鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
十
三
）』）

第
八
十
四
次
調
査
（
５
Ｂ
Ａ
Ｓ
）
の
出
土
木
簡
で
、
裏
側
の
文
は
、
天
地
が
逆
に
な

っ
て
い
る
。

○
　
●

播
磨
國
宍
粟
郡
山
守
里

●

日
奉
部
奴
比
白
米
一
俵

（
同
右
、
土
坑
Ｓ
Ｋ
二
六
、165

・28

・5
033

N
L
35

、
同
右
）

こ
の
『
概
報
』
で
は
、「
●

丁
丑
年
十
二
月
三
野
國
刀
支
評
次
米
／
●

〈
惠
奈
五
十
戸

造
　
阿
利
麻
／
舂
人
服
ア
枚
布
五
斗
俵
〉」（
南
北
溝
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
、151

・28

・4
032

N
J33

）、「

□
（
間
ｶ
）
部
五
十
戸
俵
七
斗
」（
同
、
Ｓ
Ｄ
〇
一
、（127

）
・23

・4

033
N
H
33

）、「
●

播
磨
國
宍
禾
郡
三
方
里
／
●

神
人
□
（
時
ｶ
）
万
呂
五
斗
」（
土
坑
Ｓ

Ｋ
二
六
、158

・20

・6
033

N
M
35

）、「
●

播
磨
國
宍
禾
郡
／
●

三
方
里
神
人
□
牛
白

米
五
斗
」（
同
、
Ｓ
Ｋ
二
六
、129

・24

・5
033

N
M
35

）
な
ど
の
木
簡
の
出
土
も
報

じ
ら
れ
て
い
る
。「
丁
丑
年
」
は
天
武
六
年
（
六
七
七
）
と
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は

寺
崎
保
広
氏
に
論
考
が
あ
る

+

。

○
　

又
一
俵

（
第
二
四
次
調
査
、
６
Ａ
Ｊ
Ｂ
―
Ｓ
Ｄ
一
七
〇
、P

B
29
081

）

『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
四
）

藤
原
宮
出
土
木
簡
（
三
）』
に

よ
る
。『
藤
原
宮
木
簡
二
』（
六
二
七
）
に
同
じ
も
の
ら
し
く
、
や
は
り
、
米
で
あ
ろ
う
。

○
　
●

吉
備
道
中
國
加
夜
評

●

葦
守
里
俵
六
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
期
の
炭
層
・
粗
炭
層
、111

・24

・3
031

W
N
23

）

こ
の
一
例
は
『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
十
一
）』
に
よ
っ
た
。
同

じ
場
所
か
ら
、「
●

加
毛
評
柞
原
里
人
／
●

「
□
□
（
小
嶋
ｶ
）
マ
□
俵
」」、「

／
荒

田
マ
首
羊
／
俵
」、
ま
た
、
東
西
溝
Ｓ
Ｄ
二
七
四
〇
か
ら
「
●

神
前
評
川
邊
里
／
●

三
宅

人
荒
人
俵
」
と
書
い
た
木
簡
も
出
て
い
る
。「
俵
」
は
、
い
ず
れ
も
名
詞
で
あ
る
が
、
そ

の
荷
造
り
形
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
　
不
知
山
里
俵
五
斗
八
升
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
四
）

藤
原
宮
出
土
木
簡
（
三
）』）

右
は
、
一
俵
（
五
斗
）
に
「
八
升
」
を
添
え
た
形
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
次

も
、
五
斗
一
俵
で
あ
る
。

○
　
●

備
前
國
勝
間
田
郡
荒
木
田
里

●

五
□
□
□
ア
□
□
□
俵
五
斗
　
　
　
　
（
外
濠
Ｓ
Ｄ
一
七
〇
、Q

T
29
081

）

○
　

別
君
意
伎
万
呂
米
一
俵

側
溝
〈
中
央
ト
レ
ン
チ
〉、149

・20

・4
011

）

『
木
簡
研
究
』、
第
十
五
号
（
竹
田
政
敬
・
和
田
萃
）
に
よ
る
。

つ
か
さ
ど
こ
ろ

（
飛
鳥
寺
、
５
Ｂ
Ａ
Ｓ
―
Ｗ
区
、

（G
P
42
051

、『
飛
鳥
・
藤
原
宮

（
藤
原
京
右
京
五
条
四
坊
、
下
ツ
道
東
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○
　

一
俵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
外
濠
Ｓ
Ｄ
一
七
〇
、Q

T
29
081

）

右
二
例
は
、『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
六
）

藤
原
宮
出
土
木
簡

（
五
）』
に
よ
る
。

○
　

□
二
俵
用
　
　
　

（
飛
鳥
藤
原
第
八
四
次
、
５
Ｂ
Ａ
Ｓ
、
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
〇
一
、091

N
L
33

）

『
飛
鳥
・
藤
原
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
（
十
四
）』
に
よ
る
。

次
は
、
何
を
納
め
た
も
の
か
、
定
か
で
な
い
。

○
　

□
□
（
部
ｶ
）
里
秦
人
□
俵

（『
藤
原
宮
木
簡
二
』、
五
五
一
、
Ｓ
Ｄ
一
九
〇
一
Ａ
溝
、165

・18

・3
6051

）

○
　

阿
波
國
阿
波
郡
秋
月
郷
庸
米
物
マ
小
龍
一
俵

（
平
城
宮
内
、
西
方
官
衙
地
区
土
壙
、
Ｓ
Ｄ
六
一
五
五
、218

・30

・5
051

）

奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
中
期
の
土
壙
か
ら
出
土
し
た
奈
良
時
代
後
期
の
木
簡

と
さ
れ
る
が

,

、
平
安
時
代
初
期
の
土
坑
状
の
東
西
溝
か
ら
出
土
し
た
木
簡
と
も
さ
れ
る

（『
木
簡
研
究
』、
第
十
四
号
）。
当
初
の
『
城
』
六
の
デ
ー
タ
は6A

D
C
H
B
46

土
埋
溝
。

○
　

竹
野
郡
竹
野
郷
白
米
四
斗
八
升
　
　

（
長
岡
宮
東
辺
官
衙
・
春
宮
坊
跡
、253
・35

・5
031

）

○
　

竹
野
郷
白
米
五
斗
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
、（179

）
・25
・3

031

）

右
二
例
は
『
木
簡
研
究
』、
第
二
十
号
（
清
水
み
き
、
他
）
に
よ
る
。
四
斗
八
升
で
一

俵
を
作
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

○
　
●

米
壹
俵

●

八
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
二
〇
二
、（114

）
・16

・3
8831

（039

）
、
檜
・
板
目
）

○
　
●

白
米
五
斗
〈
□
（
俵
ｶ
）
□
□
□
□
□
　
　
　
　
　
〉

●

□
（
延
ｶ
）
暦
八
年
四
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　

二
一
〇
一
三
、（162

）
・23

・3
8804

（059

）
、
杉
・
板
目
）

○
　

大
豆
五
斗
　
勘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
九
〇
三
、（67

）
・14

・4
2088

（019

）、
檜
・
板
目
）

『
長
岡
京
木
簡
二
』
で
は
、「
白
米
五
（
伍
）
斗
」
と
書
い
た
木
簡
が
多
く
報
告
さ
れ

て
い
る
。

＊

!
明
石
一
紀
「
調
庸
の
人
身
別
輸
納
と
合
成
輸
納
　
―
木
簡
の
書
式
と
和

銅
六
年
格
―
」、
竹
内
理
三
編
『
伊
場
木
簡
の
研
究
』、
一
九
八
一
年
九

月
、
東
京
堂
出
版
、
一
八
八
頁
。

"

寺
崎
保
広
「
長
屋
王
家
木
簡
郡
名
考
証
二
題
」、『
奈
良
国
立
文
化
財

研
究
所
創
立
四
〇
周
年
記
念
論
文
集
　
文
化
財
論
叢
Ⅱ
』、
一
九
九
五
年
、
同

朋
舎
、
四
七
四
頁
。

#
鈴
木
靖
民
氏
、『
木
簡
が
語
る
古
代
史
　
下
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
四
○
頁
。

$
寺
崎
保
広
氏
、
注
"
文
献
、
ま
た
、
森
公
章
著
『
長
屋
王
家
木
簡
の
基
礎
的

研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
九
三
頁
。

%
注
$
文
献
。

&
岸
俊
男
「『
嶋
』
雑
考
」、『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』、
一
九
八
八
年
、
塙
書

房
、
二
七
八
頁
。

(
櫛
木
謙
周
「
長
屋
王
家
の
経
済
基
盤
と
荷
札
木
簡
」、『
木
簡
研
究
』、
第
二
十

一
号
、
一
九
九
九
年
。

)
狩
野
久
「
庸
付
札
に
つ
い
て
」、『
木
簡
研
究
』、
第
三
号
、
一
九
八
一
年
、
一

〇
七
頁
、
一
一
三
頁
。

鎌
田
元
一
氏
（
富
山
大
学
）
の
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

*
寺
崎
保
広
著
『
長
屋
王
』、
吉
川
弘
文
館
、
一
三
一
頁
。

（『
長
岡
京
木
簡
二
』、
九
〇
三
、
溝
Ｓ
Ｄ

（
同
右
、
一
三
一
一
、
溝
Ｓ
Ｄ

（
同
右
、
一
三
四
九
、
溝
Ｓ
Ｄ
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+

寺
崎
保
広
「
飛
鳥
池
遺
跡
の
調
査
―
第
84
次
・
87
次
」（『
奈
良
国
立

文
化
財
研
究
所
年
報
　1998

―
Ⅱ
』、
一
九
九
八
年
九
月
）、「
奈
良
・
飛
鳥
池

遺
跡
」（『
木
簡
研
究
』、
第
二
十
一
号
、
一
九
九
九
年
十
一
月
）。

,
狩
野
氏
、
注
)
文
献
、
一
〇
五
頁
。

（
７
）

像

仏
像
を
対
象
と
す
る
。
但
し
、
目
下
の
用
例
は
、
左
記
と
「
正
倉
院
文
書
」
に
お
け

る
と
で
あ
る
。

﹇
参
　
考
﹈

○
　
●

仁
王
會
所
　
　
合
仏
五
十
一
像
〈
之
中
五
像
五
大
力
　
々
別
裹
布
各
八
尺
／
　
　

六
像
仏レ

々
別
裹
帛
六
尺
〉
敷
帛
帳
二
條
〈
一
條
四
幅
／
一
條
五
幅
〉
納
辛
櫃
　
　

一
合

●

帛
帳
二
條
　
（
後
略
）

（
仁
王
会
所
注
文
、
正
倉
院
蔵
雑
札
、
中
二
一
、
杉
、
長50.7cm

、
幅4.5cm

）

こ
の
詳
細
は
後
の
「
副
」
の
条
で
言
及
す
る
。「
正
倉
院
文
書
」
に
お
け
る
用
例
は
別

稿
で
述
べ
る
。

（
８
）

兩
　→

　
足
・
輪
・
轉
　
　
﹇
以
下
、
後
稿
﹈

﹇
付
記
﹈

本
研
究
は
、
平
成
十
三
年
・
十
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
に
よ
る
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）


